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第７回太平洋クロマグロの資源・養殖管理に関する全国会議 

議 事 次 第 

 

 

日時：平成２８年８月２６日（金） 

１３：３０～１６：３２   

場所：三田共用会議所 講堂    

 

 

１ 開会 

 

２ 主催者あいさつ 

 

３ 議事 

 （１）説明 

  ○ 太平洋クロマグロの資源状況と管理の方向性について 

   ・太平洋クロマグロを巡る国際情勢について（水産庁及び水産研究・教育機構） 

   ・本年のＷＣＰＦＣ北小委員会における太平洋クロマグロを巡る議論について 

（水産庁） 

   ・国内の管理の方向性について                  （水産庁） 

 

（休憩） 

 

 （２）意見交換 

 

４ 閉会 
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午後１時３０分 開会 

（司会：加藤資源管理推進室長） それでは、定刻となりましたので、ただいまから太平

洋クロマグロの資源・養殖管理に関する全国会議を開催いたします。 

 私は、本日の議事進行をいたします水産庁管理課資源管理推進室長の加藤でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 さて、本日はお忙しい中、多数お集まりいただき感謝を申し上げます。 

 本日は、多くの方にお越しいただいておりますので、会場も大変混み合っております。

もし会議中にご気分が悪くなられた方は、どうかご遠慮なく移動していただき廊下などで

ご休憩ください。このほか何かお困りのことがございましたら、ご遠慮なく事務局が周り

に待機しておりますので、お声をおかけください。 

 それでは、まずお手元の資料の確認をいたします。 

 つづりが３つございまして、まず議事次第で始まるつづりで、めくっていただきますと、

配付資料一覧、出席者名簿、それから座席表がございます。それからもう一つのつづりで

ございますけれども、太平洋クロマグロの資源状況と管理の方向性というもの。そして、

もう一つが参考資料、以上でございます。何か不備等がございましたら事務局までお申し

つけください。 

 それでは、まず主催者側の出席者を紹介させていただきます。 

 正面中央から、水産庁から水産庁長官の佐藤でございます。 

 農林水産省顧問の宮原でございます。 

 右側にまいりまして、資源管理部長の浅川でございます。 

 審議官の太田でございます。 

 管理課長の藤田でございます。 

 隣、漁業調整課長の黒萩でございます。 

 逆サイド、国際課長の黒川でございます。 

 栽培養殖課長の伊佐でございます。 

 また、国立研究開発法人水産研究・教育機構の和田理事でございます。 

 同じく国際水産資源研究所の中野所長でございます。 

 それでは、開会に当たりまして、佐藤水産庁長官からご挨拶を申し上げます。 

 

（佐藤水産庁長官） 本日は大変暑い中、全国からお集まりいただきまして、まことにあ
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りがとうございます。会議の開催に当たりまして、主催者を代表いたしまして一言ご挨拶

申し上げる次第でございます。 

 本日ご出席の皆様方におかれましては、平素より我が国水産行政の推進に当たりまして、

並々ならぬ理解とご協力を賜っておりますこと、心より感謝申し上げる次第でございます。 

 さて、本日の議題でございますが、この昨年１月から我が国におきましては、ＷＣＰＦ

Ｃの決定に基づきまして、太平洋クロマグロの年間漁獲量の管理を開始したところであり

ます。 

 今年の６月に第１次管理期間が終了したわけでございますが、その中で特に平成27年は

北日本で漁獲が集中しまして、定置網を中心に漁獲枠を超えるブロックが発生したところ

でございますが、本日お集まりの関係者の大変なご努力によりまして、国全体では暦年で

見た場合でございますが、小型魚につきましては、4,007ｔに対しまして2,479ｔ、大型魚

につきましては4,882ｔに対しまして3,680ｔの実績となったところでございまして、漁獲

上限内に管理することができたところでございます。 

 これまでの関係者の皆様方にご努力に対しまして、改めて感謝申し上げる次第でござい

ます。 

 こうした経験を踏まえまして、本年７月からの第２管理期間におきましては、これまで

のブロック管理と並行しながら定置網に特化した全国規模の共同管理枠を設けまして、参

加希望の17道府県とともに新たな取組みをスタートしたところでございます。 

 また、この漁獲可能量制度の導入を念頭に置きながら、新たに国といたしましては基本

計画を策定いたしまして、また、都道府県のほうにおきましても県ごとの管理計画と、こ

ういったものを作成していただいた上で、これらの計画に基づきまして漁期や、あるいは

漁獲状況に対応した管理も試験的に実施しているところであります。引き続き、漁獲上限

遵守へのご理解とご協力につきまして、お願いする次第でございます。 

 さて、この国際情勢を見てみますと、本年４月に公表されました北太平洋まぐろ類国際

科学小委員会によります資源評価におきまして、平成26年の親魚の資源量につきましては

回復の傾向が見られるものの、やはり依然として歴史的最低水準付近にあるというふうに

されておりまして、これを踏まえまして、来週から福岡で開催されますＷＣＰＦＣ北小委

員会で、保存管理措置がレビューされる予定となっておるところでございます。 

 詳しくは、この後、担当審議官より説明させますが、特にこの加入量の著しい低下が発

生した場合におけます緊急的に発動する措置としての緊急ルールの議論が優先される見込
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みとなっているところでございます。 

 いずれにいたしましても、我が国としては、我が国漁業者に対する影響を少なくしつつ

も、責任ある漁業国として積極的に対応していかねばならないと考えているところでござ

います。 

 そのためには、まずは皆様に国際的な情勢を正確にお知らせするとともに、活発な議論

を通じまして、英知を結集してしっかり対応していくことが必要と、このように考えてい

るところでございます。 

 本日は限られた時間ではありますが、本会議がそのような場となりまして、実り多きも

のとなるよう皆様のご協力をお願い申し上げまして、簡単ですが私のご挨拶とさせていた

だきます。 

 今日はよろしくお願いいたします。 

 

（司会） それでは、本日の進め方ですが、まずは宮原農林水産省顧問、中野所長より太

平洋クロマグロを巡る国際情勢について、太田審議官より、本年のＷＣＰＦＣ北小委員会

における太平洋クロマグロを巡る議論について、それから藤田管理課長より、国内の管理

の方向性についてご説明をさせていただき、その後、一旦休憩を挟みまして、説明に関す

る質疑応答も含めました全体討論ということで意見交換のほうを行いたいと存じます。 

 また、本日の会議の議事録につきましては、後日、水産庁のホームページ上に掲載をさ

せていただくこととしております。あらかじめご承知おきください。 

 なお、報道関係者の皆様におかれましては、カメラ撮影は、水産庁及び水産研究・教育

機構の説明までとさせていただきます。私から合図があった段階でカメラ撮影を終了して

いただくようお願いいたします。カメラ撮影に当たりましては、極力カメラを固定してご

対応いただけますよう、お願いいたします。 

 それでは、太平洋クロマグロの資源状況と管理の方向性についてのⅠの太平洋クロマグ

ロを巡る国際情勢につきまして、宮原顧問、中野所長からご説明をさせていただきます。 

 

（宮原農林水産省顧問）こんにちは。今年もまた暑い夏に全国会議ということでよろしく

お願いします。 

 例年、資源状況のお話をしてまいりました。今年は資源評価があったという年でもござ

いますので、私とその資源評価の仕事の責任者でありました中野のほうから、資源の状態
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についてもお話をしたいと思います。 

  

（Ⅰ－１の説明）これは今まで何度も見てきた図でございますが、クロマグロの基本的な

生態の話です。産卵場が大東島近辺、それから日本海の中、２つにあるということでござ

います。それぞれ産卵期については、南のほうが早く産卵が始まり、夏場になりますと日

本海での産卵になるということになります。 

 生まれたクロマグロにつきましては、１歳、２歳に近辺まで日本の周りにとどまってお

りますけれども、１歳の終わりから２歳になるころに、もう太平洋を一部渡るものが出て

まいりまして、メキシコ沿岸、バハ・カリフォルニアのほうへ渡っていくと。こちらで３

歳ぐらいになり、また戻ってくるものが出てまいります。 

 後からご説明しますけれども、今年の特異的な現象としては、この小さい魚がここから

戻ってくるというのではなくて、かなりここにとどまっている魚がいるというのが、どう

もわかってまいりました。メキシコの蓄養業者のまき網では、今年50キロから90キロとい

う中型の魚がかなり多く獲れるという状況が初めて起こりました。そういう意味では、産

卵しない中型魚というのがここにいるんだということが明らかになってまいりまして、こ

れは多分、昨年から小さいのを獲るのを控えたことによって、生き残ったものがこちらに

渡り、ここにとどまったのではないかと思いますが、そういう既に管理の効果が出てきて

いるということでございます。 

 

（Ⅰ－２の説明）これは新しい成長曲線で、去年まではこの30キロで３歳で成熟、卵を産

むのが始まって、５歳で100％産むようになるんですよというお話をしましたが、若干キ

ロ数が変わってきます。前の成長曲線が90キロという数字が出ていましたが、今回では85

キロで５歳というのが目安になっております。若干の違いが出てきたということでござい

まして、これは余り考えなくていいと思います。 

 

（Ⅰ－３の説明）さて、そこで、これがもう一回おさらいの話ですけれども、国別に見て

太平洋クロマグロが誰に獲られているのかというのを見ますと、一貫して黄色い日本が獲

っていると。高いときには100％近く日本が獲っていたときもあれば、今でも大体８割ぐ

らい日本が獲っているような状況でございますが、ほかの国々の中では、アメリカのまき

網がかつてあったのがなくなり、今では緑のメキシコがまき網で獲り、それを蓄養すると
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いう形態が中心になり、最近韓国のまき網も結構獲るようになってきているということが

わかると思います。 

 漁法のほうですけれども、これも一貫したパターンというのがございまして、まき網は、

国別では日本が中心でしたが、漁法別に見ると、もう圧倒的にまき網が獲っているという

魚です。 

 かつて、かなりはえ縄も獲っていましたけれども、今はもうはえ縄はかなり小さくなっ

てしまっています。その分、最近では緑色の定置網というところが結構出てきているとい

うことがございます。 

 

 （Ⅰ－４の説明）これがいつも皆さんに見ていただいている大変重要な図なんですけれ

ども、さて、では何歳の魚を獲っているのかといいますと、このゼロ、１、２、赤いとこ

ろまで入れちゃうと、もうほとんど小さいうちに獲っているというのがわかります。それ

から、次の図との関係も出てくるんですけれども、どうもこの０歳魚を獲るのが90年代の

半ばぐらいでぐんと増えてきているということがわかります。 

 これは後から出てまいりますけれども、いわゆるメジを対象とした操業、それを見つけ

る高性能ソナーなんかの導入によって、小さいのがまた格段に獲られるようになったとい

う状態がございます。 

 こういう中で、今実際に2005年から2014年の平均ではどうなっていたかといいますと、

これは尾数ですので、トン数ではないので気をつけていただきたいんですが、尾数で見て

しまいますと、もうあらかた子供だと。先ほど３歳から産卵が始まると言いましたが、も

う４歳以上の卵を産み出す魚というのは、もう本当にわずかしか獲っていなくて、みんな

小さいうちに獲ってしまうということです。 

 ０歳については、主としてひき縄、養殖原魚に向けられますひき縄、それからまき網が

一部獲っていますが、最近では１歳についても同じようにまき網、ひき縄、韓国はまき網

なんですけれども、ここはちょっと食用と書いてありますが、最近ではまき網も養殖用に

回すようになってきまして、食用というよりは、少なくとも日本のまき網については、養

殖原魚の提供のほうに主力が移っています。それから、２歳になりますとメキシコに行っ

て獲られると。３歳もメキシコ。それから、一部、日本海に帰ってきたところで、日本海

のまき網が獲るということがございます。 

 ここから上は大きい魚はご存じのように、釣り、漁具で獲られているということが主体
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でございますが、後でご説明しますが、最近は特にまき網でも大型魚が獲れるようになっ

てきています。 

 

（Ⅰ－５の説明）今の話をもう一回違う図でご説明しますと、ごらんのように、現状では

こういう、各漁業別の資源に与えている漁獲圧力の度合いですけれども、東部太平洋が

14％、我々の特に日本の沿岸のひき縄等々、定置等々の沿岸漁業が32、それに大型魚を対

象としましたまき網が５、そのほかの小さい魚を獲るまき網というのが47％あります。こ

れを歴史的に見ますと、先ほどもお見せしましたが、90年代半ばに漁法の発達により、ま

き網で小さいのが獲れるようになったというのが非常に如実に出てきています。 

 今は、後から太田審議官のほうからも説明があると思いますが、アメリカから、あるい

はメキシコも若干それには同調しようとしていますけれども、アメリカから言われている

のは、この時代に戻せと。要は東部太平洋が75％ぐらい、７割とかそういう漁獲圧力にし

て、こちら側は大きく増やした小さいのを取り出す分は全部なくして、この時代まで戻せ

ということを言い出してきています。こういうことについては、後からどういう交渉にな

るのかというお話は、太田さんのほうからあるかもしれません。次へ行きます。 

 

（Ⅰ－６の説明）これが今年の獲れぐあいで皆さんも見ておわかりのとおり、見ておられ

ると思いますが、これは水産庁のホームページに出ているものでございますけれども、30

キロ未満の小型魚については、九州南部といいますか、昨年の年末ぐらいはかなりいいと

ころが獲れたんですけれども、今年になってからはスピードがおさまっています。 

 ただ、これは６月までですので、これからまた獲れることになるかとも思いますが、注

目していただきたいのは、ここです。大臣管理型のもので、６月ぐらいに太平洋岸、ある

いは日本海でかなり大型のものがまき網で獲られる状態が出てまいりました。これは同時

に、大型魚の中には定置でも大型魚は大分獲られるようになってきたということがござい

ます。 

 噴火湾で定置網にかなり型のいい、いい魚が獲れて、魚が少ないときでもあったんです

けれども、築地で結構いい値段で売れるという現象が出てきました。これはある意味では

もうこの段階から、先ほども申し上げましたとおり、昨年からの小型魚の獲り控えの効果

が少しずつ出だした証拠ではないかというふうに思います。 

 それから、同じことは先ほどお話ししたとおり東部太平洋でも起こっていまして、メキ
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シコは、実は2,750万しか獲らないと言っていたんですが、既に７月までで2,900ｔ獲って

しまったと。これは特に特徴的なのは、今年になってから大変大きいものが獲れると。今

までは30キロ台、場合によっては20キロ台のものが中心だったんですが、50キロから90キ

ロの魚群がたくさん見られると。アメリカの遊漁のほうも大型魚がたくさん見えるという

ことを言っていまして、実際に漁獲もこれだけ上がってしまいまして、これは獲り過ぎな

んですけれども、日本の関係者の皆さんに協力いただいて、獲れ過ぎの分をメキシコの養

殖網から逃がすようにというお願いをし、メキシコ政府もそういう指導をし、この中の一

部は100ｔから200ｔぐらいだと思いますが、既に離されたと、これは確認できておりませ

んけれども、生きたまま養殖網から逃がしたということをメキシコは言っております。 

 ただ、覚えておいていただきたいのは、そういう50キロから90キロという魚が今年にな

って獲れるようになってきた。これは太平洋の東西を問わず、そういうことが起こってき

ているということです。 

 ここから中野さんにかわります。 

 

（中野国際水研所長） それでは、今年の資源評価結果について、ご説明申し上げます。 

 

（Ⅰ－７の説明）太平洋クロマグロの資源評価は、ＩＳＣ、北太平洋まぐろ類国際科学小

委員会によって実施されております。前回は2012年でした。 

 やったことは主に２つありまして、１つは資源評価、内容的には過去のデータを見直し

て、いろんなデータの処理方法の改善とか、特に大きいのはモデルの設定です。資源評価

にいろんな種類のデータを入れますので、それをどういうふうな設定、重みづけをしたら

最も現実をあらわすかということで議論を多く尽くして、それが前回と変わったというこ

とです。 

 それからもう一つは将来予測の実施ということで、現行の管理措置、あるいはプラスし

た管理措置などを幾つか、およそ20のシナリオを試しまして、その結果、資源の回復、こ

ういうのはどういうような条件だと見込めるかということをチェックいたしました。 

 

（Ⅰ－８の説明）これが結果なんですけれども、形自体はこれまでも皆さんごらんになっ

ていると思うんですけれども、新しくなったのはここのところでして、前回の評価という

のは、ほとんど底の部分までしか結果が出ていなかったんですけれども、これから2010年
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に底を打って、その後、緩やかに回復傾向があるということがわかりました。 

 それからもう一つ大きいのは、先ほども言いましたけれども、資源評価のモデル、計算

の設定を細かく見直した結果、前回の推定が全体的に少し下に下がったというのがありま

す。それで最新年の2014年の資源量は、約１万7,000ｔ。それからここに書いてあります

ように、初期資源量の約2.6％というような結果が出ております。 

 

（Ⅰ－９の説明）これはやはり同じ資源評価のときに見直した０歳魚の加入の状況でござ

いますけれども、加入量はこれまで見てきましたように、大きく変動していると。2014年

の加入量というのは極めて低水準であったと。過去５年間の平均も過去平均以下であると。

この点々が過去の平均になりますけれども、ただし現在、国際水産資源研究所のほうで実

施しております加入量のモニタリング速報によりますと、2015年の加入水準は、過去４年

間の平均付近で、2014年を上回る可能性が高いというような暫定的な結果が得られており

ます。 

 

（Ⅰ－10の説明）それで、これは将来予測ですけれども、シナリオ自体は20本ぐらいのシ

ナリオを試したんですけれども、その中で大事なものを一つ提示させています。ＷＣＰＦ

Ｃの保存管理措置は、親魚資源量を2024年までに歴史的中間値まで60％以上の確率で回復

させることを暫定回復目標としていると。この場合、簡単に言いますと、20本のシナリオ

ほぼ全てで、この60％の確率をクリアすることができました。現在の措置、小型魚の半減

等を継続した場合、2024年までに歴史的中間値まで回復する確率は69％であると。先ほど

言った目標をクリアしているということを確認しました。 

 それから、この下の図ですけれども、これは比較のために現行措置からさらに踏み込ん

で、小型魚を10％さらに削減した場合、それから大型魚の漁獲を10％削減した場合、大型

魚・小型魚両方10％削減した場合のシミュレーション結果をあらわしています。一番下の

緑は現行措置を継続した場合、その上の黒が親魚だけ10％削減した場合、青が小型魚だけ

10％削減した場合ですね。それから一番上の赤が現行措置にさらに大型魚・小型魚、両方

とも10％削減した場合。当然これが一番削減率が高いので、一番上に出るんですけれども、

小型魚、大型魚の10％削減を比較すると、当然のことですけれども、小型魚を10％削減し

た効果が非常に高いというふうに出ています。 

 ここに数値であらわしていますけれども、現行措置の2024年までの中央値60％というの
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を達成する目標は約69％ですが、さらに小型魚10％を削減すると90％、大型魚だけですと

75％、大型魚プラス小型魚ですと90.3％という形になります。 

 

（1－11の説明）それで、この結果を受けまして、７月にＩＳＣの年次会合がありまして、

そこでクロマグロに対する科学小委員会としての管理勧告を最終化しました。その内容は、

現在の措置を継続した場合、2024年までに親魚資源量が歴史的中間値まで回復する確率は

69％である。それから、小型魚の定義、現行は30kgになっていますけれども、もしくは漁

獲量の追加削減を実施すれば達成確率はさらに上がると。それから、小型魚漁獲10％追加

削減のほうが、大型魚漁獲10％の追加削減よりも効果は高い。それから、親魚資源量が低

水準にあること、加入の不確実性並びに資源量への影響の重要性を考えると、加入動向を

迅速に把握するため、加入と親魚資源量のモニタリングを強化すべきであると。それから、

暫定回復目標に用いられている親魚資源量の歴史的中間値の算出、計算方法ですね、現在

は固定されていない算出期間を固定することと、ある期間をもとに計算することにしよう

ということですね。それから、親魚資源状況の推定に用いられた方法に統一すべき。これ

はちょっと細かい内容ですけれども、ちょっとその計算方法にそごがあったので、統一し

た方法に統一すべきであるということです。 

それで、最後になりますけれども、最後のほうに出た親魚資源量の歴史的中間値の計

算方法です。これが前回は親魚資源量の中間値というものが４万3,000ｔで、今回の資源

評価の結果では３万8,000ｔというふうにちょっと変わっております。この原因は、親魚

資源量の推定値が更新されたこと、それから資源評価期間の中間値は、資源評価期間の中

央値であるため、資源評価期間が長くなれば、それだけで数値が変化すると。中間値です

ので平均をとるような話ですので、データ数が上がったり下がったりすると、それに影響

されて値も変わってしまうということで、この２番目の計算する期間が変わると、計算値

が変わるということについては、算出期間の固定、具体的には1952年から2012年までか、

あるいは1952年から2014年までのどちらかを固定した計算期間として算出方法を固定した

らどうかというふうに提案しております。 

 資源評価の報告は以上でございます。 

 

（宮原顧問）では、続けてほかの関係者といいますか、環境保護団体が何を言っているか

という話をお話しします。 
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 ただ、ちょっとその前にもう一回覚えておいていただきたいのが、今回あった資源評価

の結果というのは2014年までなんです。要するに、一昨年までやったのが資源評価の結果

です。去年から規制を強化しているわけですね。2015年から小型魚を獲るのを半分にして

いますから、実はこの後、規制を強めた効果というのは出てきます。残念ながら、漁獲の

データというのは２年前のもので、こういうことになってしまっていますけれども、恐ら

くこれから２年先に資源評価をもう一回やり直すと、さっきも言ったみたいに、皆さんも

漁場で比較的大きな魚がよく獲れているというのはよくわかっていると思いますが、多分

この状況がさらによくなっているということが明らかになってくるということが期待され

ています。 

 

（Ⅰ－12の説明）そういうことではあるんですけれども、この計算されたＢ０というもの

に対して、非常にまだ低いと。回復はしてきたけれども、2.6％しかないということを捉

えて、環境保護団体のＰＥＷという団体が、商業漁業は２年間やめるべきだというのを７

月19日に公表しています。 

 これは、今ご説明した資源評価の結果をもとに主張していることなんですけれども、そ

の中では、２年間とにかく漁業をやめなさいと。それから、2034年までに初期資源量、こ

れは初期資源量とは言いますけれども、かつてあった資源量という意味ではなくて、漁獲

がもしないと仮定した場合、どこら辺まで資源が伸びるのかという、漁業がない場合の計

算上の最大の環境許容量というんですけれども、最大にどこまで増えるかという可能性を

計算した数値なんですけれども、その数値の20％だと。これは親が13万ｔぐらいだと、こ

こまでに34年までに戻せということを言っていると。 

 今の確かに獲り方を続け、小さいのをたくさん獲るという獲り方を続けて、そのままで

やっていけば、確かにこの13万ｔに達するのは１％未満かもしれませんが、今は規制を強

化していますし、これからももし皆さんとともに、小さいのを獲るのを控えて大きくして

から獲るということをずっと、これから続けていけば、実はこういうことにはならないん

ですが、そういうことを言います。 

 それから、この漁獲圧が大変大きいんだと。これも彼らの一方的な言い方ですが、最後

のところで、今年のCITESでは提案しませんでしたが、次のCITESでは附属書へ掲載して貿

易禁止をするんだと、漁業禁止をやらなかったらということを言っているということでご

ざいます。やはり、どうしても資源の評価が２年おくれになってしまっているもので、大
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変悪い状態のものを誇張して言うことによって、こういう主張をしているということがご

ざいます。 

 

（Ⅰ－13の説明）ただ、今年の長期管理目標というのは、実はこれから太田審議官のほう

からお話をしますけれども、長期管理目標というのをつくらなきゃいけないということに

なっています。この長期管理目標というのが、今、歴史的中間値４万1,000ｔなら４万

1,000ｔまで2025年までに達成させるんだということでやっていますが、その後、どこま

で増加させるんだということです。この一般的な長期目標というのは、アメリカなんかも

これを主張しておりますけれども、20％Ｂ０、先ほどお話しした計算上どこまで増えるか

というものの20％だと。これは今の計算でやれば13万ｔぐらい、ここに戻すんだと。これ

をアメリカの提案では、後から出てまいりますが、2035年だったかな、それぐらいまでに

戻すんだと言っていますが、これはそう簡単に達成できる目標ではないというのは、次の

図でご説明します。 

 

（Ⅰ－14の説明）これが、かつてからの、52年からの計算されたＢ０というのが出てまい

ります。この点々の線で示したのが、かつてから計算したその年々のどれぐらいまで増え

るかという最大値ですけれども、その２割というのがこの青い線なんですね。太平洋クロ

マグロは、大変変動しましたけれども、１度もこの２割の線には達したことがありません。

こんな戦後のほとんど漁業がなかった時代でも、この数字には達していないということで、

一体この２割というのはどれぐらい現実的な数字なのかというところに、かなりまだ議論

があるということでございます。 

 また、本当に13万ｔまで増やして、どれくらい獲らせてもらえるのかというのも今のと

ころわかりません。こういう13万ｔみたいな高い目標値を設定してしまいまして、例えば

15年で、そこまで行けということになりますと、非常に厳しい、例えば今のままの数量管

理をこれから15年、どんなに資源がよくなって獲れ方がよくなっても続けなきゃいけない

かもしれない。そこまで、そんなに急速に帰す必要はないかもしれないにもかかわらず、

そこまで増やすということになりますと、相当きつい規制を続けなきゃいけなくなって、

その場合、定置なんかよりたくさん魚が入り出すような状況になっても規制を続けなきゃ

いけないのかという、この人工的に設定された高い数字のために、非常に厳しい規制の継

続を強いられる可能性があるということがございます。 
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 こういうことで、今年のこういう長期管理目標については、大変議論が行われることに

なっていまして、我々としては、かなり慎重にしないと難しい課題だと思います。これを

どう対応するかについては、これから審議官が説明いたしますが、片やモラトリアムにし

ろと言う人がいたりする中で、我々がどういう長期的な管理をするのかということは、

我々からちゃんと答えを出していかなければいけない課題になっているということが、加

えておきたかったポイントでございます。 

 では、演者を交代いたします。 

 

（太田資源管理部審議官）水産庁資源管理部審議官の太田でございます。今年からＷＣＰ

ＦＣの政府代表を務めさせていただきます。よろしくお願いします。 

 本年の北小委員会における太平洋クロマグロを巡る議論ということで、来週から福岡で

会議が開催されますけれども、そこでどういうことが起きて、どういう心得で臨むのかと

いうことについて、ご説明させていただきます。 

 

（Ⅱ－１の説明）まず最初のスライドですけれども、本年の国際会議の予定ということで、

来週ＷＣＰＦＣの北小委員会があります。去年までと違いまして、今年は北小委員会の会

合中に北小委員会とＩＡＴＴＣの合同作業部会というのを開催いたしまして、といいます

のは、最初に説明ございましたけれども、クロマグロというのは太平洋を横断して生息す

る魚種でございますので、東西の機関が共同で議論したほうが、より効果的な保存管理措

置を議論できるのではないかという発想に基づきまして、こういう合同作業部会を開催す

ることとしております。 

 その後に、10月にＩＡＴＴＣの年次会合がございますけれども、これは６月に会合をや

りましたけれども、クロマグロにつきましては結論が出ずに終わっておりますので、再度

ここでクロマグロの議論がＩＡＴＴＣのほうでもされると。もう少し言いますと、この上

の合同作業部会で出てきた結果が、それぞれその後にも再度、北委員会を再開しますけれ

ども、そこに提出されて、そこで再度議論されると。そして、また同じものがＩＡＴＴＣ

の年次会合のほうにも行って、そこで議論されるということになります。ＷＣＰＦＣのサ

イドとしては、最終的には12月に開催される年次会合で最終決定がなされるということで

ございます。 

 それで、その北小委員会で話されるのが主として４つございまして、最初が資源評価結
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果に基づく現行措置のレビュー。２つ目が長期管理方策の検討。３番目が緊急ルール。４

番目が漁獲証明制度ということで、このうち３番目の緊急ルールにつきましては、今年最

終的に12月のＷＣＰＦＣの年次会合に向けて一定の結論が出される見込みというか、出さ

なきゃいけないということと理解しております。 

 

（Ⅱ－２の説明）まず最初の資源評価結果に基づく現行措置のレビューでございますけれ

ども、現行措置については先ほども説明がありましたので、余り詳しくは話しませんが、

ＷＣＰＦＣではここに書いていますように、30キロ未満の2002年～2004年レベルからの半

減、30キロ以上の大型魚はそこから増やさないということ。ＩＡＴＴＣは、2015年、16年

で各年の漁獲上限3,300ｔ、合計で6,600ｔを超えないということでございます。 

 将来予測は、先ほども説明がありましたけれども、現行の措置を継続した場合、今設定

している目標は達成可能ということでございます。他方、これも説明がありましたけれど

も、ＰＥＷは現在の資源水準が歴史的最低水準に近いことから、漁獲の一時停止を要求し

ています。 

 それともう一つ恐らく議論になるのは、韓国が今年30kg以上の大型魚を獲っています。

韓国は、2002年から2004年に大型魚の漁獲がありませんので、大型魚の枠がないんですけ

れども、今年470ｔ漁獲していまして、これについて来年以降、一定量の大型魚の漁獲が

認められるように主張すると予想と書いていますが、実は昨日、もうＷＣＰＦＣのホーム

ページに韓国の提案がアップされておりまして、その中身は、現行の30kgの小型魚の上限

を85キロに変えるというものです。韓国が実際にまき網で獲っていますのは、大体50キロ

ぐらいですから、小型魚の上限を85キロに変えれば、韓国は今の714ｔという小型魚の枠

内で小型魚も大型魚も獲れるという、そういうことで85kgというのを提案していると思い

ます。ただ、これにつきましては、国内的にも30キロということでいろいろ説明をして、

管理の努力もしていただいていますので、今いきなり85キロに変えるというのは、なかな

かこれは難しいんではないかなというふうに考えております。 

 

（Ⅱ－３の説明）２つ目の長期管理方策ですけれども、2014年のＷＣＰＦＣで長期管理目

標、これはいつまでにどこまで資源を回復させて、その後どうやって維持していくか、そ

のための漁獲管理ルールということを議論していくことに合意をしております。 

 それで、漁獲管理ルールというときなんですけれども、これは日本語で言いますと、単
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に漁獲を管理する規則というふうに聞こえるんですが、国際的にはこの漁獲管理ルールと

いうのがハーベストコントロールルールズといいまして、特定の方式を指す言葉、固有名

詞になっています。 

 それはどういうことかというと、ここにＢＭＳＹとありますけれども、その横にこういう

一つの、基本的にはＢＭＳＹというところに資源を維持したいんですけれども、一定ぐらい

下がってもそこまでは許容しますが、いわゆるこのラインよりも資源が下がると、あらか

じめ決めておいた管理措置を発動しようというものです。さらに資源が減って、ある一定

のところまで下がると、漁獲停止を含む厳しい管理措置を導入しようというものです。 

 国内の資源管理、アジ、サバ、イワシ等の資源管理に詳しい方はご存じかもしれません

けれども、いわゆるここの部分が国内でいうＢ limitという形になります。更にここがイ

ワシとかで設定されていますＢ banというレベルと大体同じと思っていただければいいで

す。 

 

（Ⅱ－４の説明）重要なところは、この漁獲管理ルールというのは、今までの漁業管理の

反省点というのは、資源が悪くなってから、ではどうしようかということを今まで決めて

きて、その際になかなか決められずに後手後手に回っていたという反省がありますので、

あらかじめ資源がこういう状況になったときには、こういう措置をとろうと決めておいて、

もうそうなったときには自動的にそういう措置を発動することによって、その資源の減少

に対してタイムリーに反応しようという、そういう発想でございまして、今世界的にマグ

ロを中心としまして、この漁獲管理ルールというのを導入していこうという動きが盛んに

なってきております。 

 

（Ⅱ－５－１の説明）その長期管理方策に関しまして、アメリカが提案を出しております。

それは、まず2024年までに今の親魚資源量を歴史的中間値まで回復するというものです。

これは今のものと同じなんですけれども、その後、2030年までに親魚資源量をさっきも説

明がありましたけれども、20％Ｂ０まで回復させるというもので、13万ｔぐらいになりま

す。 

 その際、その長期管理目標を達成するためにどういうことをすればいいかというのを調

べるために、いろんな漁獲管理ルールのもとで将来がどうなるか、もう少し具体的に言う

と、2030年までにＢ０20％を到達するために、どのぐらい小型魚、大型魚の漁獲を減らさ
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なきゃだめかといういろんなシナリオを提示しまして、それに基づいてＩＳＣにシミュレ

ーションを頼んで、その結果を見てから決めましょうと、そういうようなことでございま

す。 

 それと、その次の話がさっきちょっとありましたけれども、東と西の漁獲のインパクト

を75対25とする話です。さっき宮原のほうからありましたけれども、この辺が75対25だっ

たわけですけれども、今は実際には86対14ぐらいで、これは漁獲を削減するときは西でよ

り大きく、東でより小さくなって、増大するときは西でより小さく、東でより大きくなる

という、向こうからすれば非常にご都合的な提案だと思っているんですけれども、こうい

うような提案が出ています。 

（Ⅱ－５－２の説明）さらに、アメリカの提案は第二部がございまして、これは20％Ｂ０

に達した後どうするかということを言っているんですけれども、そこを維持するように目

指すんですけれども、限界管理基準値、さっき言ったＢ limitに相当するところですけれ

ども、これを15％のＢ０、大体10万ｔぐらいになると思うんですけれども、ここに置いて、

ちょっと次を飛ばしまして、この10万ｔを割り込むリスクを低くするような保存管理措置

を実施しなきゃならないというものです。 

 万が一、10万ｔを切ってしまった場合には、少なくとも50％の確率で10年以内に20％Ｂ

０まで回復させるような保存管理措置をやらなければいけない。これがさっき言った、あ

らかじめ決めておいた措置で、アメリカが提案しているものでございます。 

 

（Ⅱ－６－１の説明）その長期管理方策についての日本の考え方ですけれども、さっきの

宮原の説明とも若干重複する部分がありますけれども、条約上は、最大持続生産量、ＭＳ

Ｙ、これを実現するような資源量を最終目標とするというのは、これはもう条約に書いて

あります。ただ、ほかのマグロについては、さっきもありましたけれども、20％Ｂ０とい

うのがＭＳＹの近似値として用いられています。ただ、太平洋クロマグロは、過去60年間

で一度もこういうことを達成したことがないということです。 

 次は、Ｂ０はさっきの説明と重複するのであれですけれども、理論的に漁業がないとき

にどこまで増えるかという計算値であって、これが果たしてその参考になるのかどうかと

いう、これはさっきと同じグラフなので割愛しますけれども、特に左のほうの1952年ぐら

いのところを見ていただいても、これはよく調べないとわかりませんけれども、第２次世

界大戦の間、油も船もなくてなかなか操業ができなくて、漁業が余り行われなかったにも
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かかわらず、1952年の時点でＢ０20％を達成していないということは、どうやって説明で

きるのかなというふうに個人的には考えております。 

 

（Ⅱ－６－２の説明）それと、長期管理方策についての日本の考え方の続きですけれども、

これもちょっと重複しますけれども、20％Ｂ０ということを目標として、そこに向かって

何かしなければならないという話になると、これは資源が増えても漁獲を増やすどころか、

さらに減らさなければ到達しないということになる恐れがあります。 

 これについては、過去の資源動向や、特に加入の動向ですね。当然のことながら、漁業

者への影響などを踏まえて、余り初めから高いところに目標を置くのではなくて、まず中

間目標を立てて、段階的に資源量の増加を目指していくということが現実的ではないかな

というふうに考えております。 

 そのため、資源回復の状況に応じて、やっぱり漁獲枠の増加等がある程度起こるような

形で関係者と相談しながら進めていきたい。せっかく一生懸命努力して資源回復したのに、

さらに減らせというのでは、さすがに関係者の方々もこれは耐えられないと思いますので、

そういうことが起こるようなものであれば、なかなか日本としても受け入れがたいという

ふうに考えております。 

 それと、最後のところなんですけれども、さっきもちょっとありましたけれども、資源

評価の中で低加入ということを想定して将来予測をやっていましたけれども、その低加入

が今後も続くと仮定すると、今の尾数ベースで九十何％小型魚を獲っている状況を続ける

と、親魚の資源量はあるところでとまってしまいます。５万ｔから６万ｔぐらいの間でと

まるという試算があります。そうすると、13万ｔなんかとてもじゃないけれども到達しな

いわけです。それを達成するためには、さっきも言ったように漁獲量を減らさなきゃいけ

ないことになります。 

 そうすると、そもそも親魚の資源量も増えていかないし、獲れる量も余り増えないとい

うことが想像されますので、やっぱり今の九十何％小型魚を獲っているという状況を、こ

れを何とか大型魚のほうにシフトしていくことを考えないと、資源管理をやった結果、漁

獲量が増えるということもなかなか起きにくいし、親魚資源自体もあるところでとまって

しまうという状況になりますので、こういうことをやっぱりよく関係者の皆さんに説明し

ながら、どういうことができるのかということを一緒に考えていきたいなというふうに考

えております。 
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（Ⅱ－７の説明）次が３つ目の緊急ルールですけれども、これを去年のＷＣＰＦＣで今年

緊急ルールの内容を決定することに合意しているんですけれども、これはさっきの長期管

理目標の話が簡単にはなかなか進まないということで、その間、万が一非常に加入が悪い

状況が続いたときに何もしないということでは済みませんので、それに備えてセーフガー

ドとして緊急ルールが必要ということでございます。 

 これについては日本が提案を出しておりますけれども、次に説明しますが、基本的には

今まで経験したことのないような低い加入量が継続したときには、厳しい措置をやっぱり

発動しなきゃいけないんじゃないかという発想でございます。 

 

（Ⅱ－８の説明）これが日本提案ですけれども、加入量のグラフがさっきありましたけれ

ども、毎年大きく変動しているんですけれども、1980年以降の加入量を見ると、92年、93

年に非常に低い水準が２年続いていることがございます。具体的にはこのグラフなんです

けれども、この赤丸をつけたここなんですけれども、これが92、93のところなんですけれ

ども、大体これが450万尾、これは尾数ベースです。450万尾ぐらいなんですけれども、た

だこの後、加入が劇的に改善しておりますので、経験的に申し上げれば、こういう低い加

入が２年続いても回復する可能性はあるということです。ただ、こういうのが３回続いた

ことは今までありませんので、もしそういう事態が起きたときには、これは本当に緊急的

な事態ではないかという発想でございます。 

 ということで、ここですけれども、３年連続で続いた経験はないので、こういうことが

３年連続で発生すれば、やっぱり厳しい措置を発動しなければならないんではないか。そ

ういう発動要件を満たした翌年から２年間漁獲をさらに削減することということです。 

 これは削減方法は入れていませんけれども、これはほかの国の意見もよく聞きながら現

地で議論したいと思っておりまして、恐らくアメリカなどはそういう状況であれば、モラ

トリアムにすべきだというような話をしてくるのではないかと思いますけれども、そこは

国内の漁業の事情なども含めながら、アメリカ以外の国の意見も聞きながら、現場で議論

していきたいというふうに思っております。 

 

（Ⅱ－９の説明）最後に、漁獲証明制度ですけれども、これは大西洋クロマグロとミナミ

マグロでは既に導入されておる制度でございます。これは日本に輸出している国の地域が
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どういうふうに漁獲管理をしているとか、蓄養管理をしているかという、そういうことが

よくわかるような制度になっておりまして、そういう観点からは進めていきたいと考えて

います。 

 ただ、当然のことながら、内外無差別で我が国の漁業者も漁獲してからそういう制度に

乗らなきゃいけませんし、蓄養業者も同じようにやらなきゃいけないということで、そう

いうような実態を踏まえながら、今やっている漁獲モニタリング等の仕組みも活用して、

関係者の負担を最小限にするような形で、いろいろと考えていきたいと考えております。 

 私のほうからは以上です。 

 

（藤田管理課長） 管理課長の藤田でございます。 

 それでは、私の説明で最後になりますので、もう少し我慢をしてお聞きください。 

 

（Ⅲ－１－１、１－２、１－３、１－４、１－５の説明）国内の管理の方向性につきまし

ては、今年の２月ぐらいから水産政策審議会の資源管理分科会ですとか、あとは広域漁業

調整委員会の場を通じまして、主に漁業者の方が多かったですけれども、いろいろ意見を

いただきながら、その管理の話を進めてまいりました。その主だった意見とかを一応ご紹

介をしておいたほうがいいかなということで、今回の資料に入れております。 

 産卵期の規制の話がございますけれども、昨年もここで出て説明がございましたように、

太平洋クロマグロにつきましては、小型魚につきまして非常に影響が大きいということで、

その影響を何とか小さくすると資源が増えていくんだということで、管理勧告がされてい

ますので、その資源評価に基づいたＷＣＰＦＣの規制を遵守するという形で、国内でもそ

の措置をとっているということでございます。こういった規制に加えまして、大中型まき

網漁業のほうでは、自主的に取組みをしていただいているということでございます。 

 あと、いろいろ公的規制にしたらどうかという話でございますけれども、これは沿岸漁

業の皆様も全て、現時点では自主規制か公的規制かと問われれば、自主規制として実施し

ていただいているということでございまして、後で出てきますけれども、将来的にはやっ

ぱりきちっと管理できるような体制ということで、漁獲可能量制度の活用といいますか、

念頭に置いた現在のクロマグロ型の数量管理というものを、今年の７月から実施させてい

ただいているという状況になっております。 

 まき網と沿岸漁業の話がございまして、いろいろ経営規模が大きいからまき網からどう
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かという話がございました。実際には、これまでの資料でもお示しをしておりますけれど

も、平成23年ぐらいからＷＣＰＦＣのいろいろ話が出たときから、まき網のほうには管理

のほうをお願いしているという実態がございます。 

 あと沿岸のほうには影響が出ないようにということが随分言われました。ただ、実際に

はいろいろインパクトのグラフでもありましたように、非常に沿岸の方でも相当量の漁獲

がありますので、これを国際的な約束事を守るという意味では、獲っている皆様方全員に

ご協力をお願いせざるを得なかったということでございます。 

 あと、まき網の方については、もうちょっと、要するに削減を大きくしたらどうかとい

う話がございました。実際には、この数字がいいのかどうかというのは議論があるかもし

れませんが、まき網さんに少し、大幅に削減をお願いしているという実態がございます。

定置網の管理につきましては、後で管理方法の改善というところで出てきますので、ちょ

っと飛ばします。 

 養殖の管理ですが、養殖につきましては、天然養殖用種苗の管理をちゃんと行えという

話がありました。実際に、それについては漁獲の数量の中に入れて管理をさせていただい

ているということをご説明しておきます。 

 それと、養殖用種苗がどんどん獲られて、養殖が増えていくというんでしょうか、それ

が資源に影響が出るんじゃないかみたいな話がございますけれども、過去にもう既に農水

大臣の指示といたしまして、そういう天然種苗の活け込みを前提といたしました養殖漁場

の新たな設定は行わないようにということで、指示をさせていただいております。実際に、

その養殖業者の方からは報告をお願いしているということでございます。 

 あとは韓国ですとか台湾の管理、これは国際的にちゃんとしてもらうということで進め

ていくと。遊漁につきましても、関係者団体とか、あと雑誌社の方とかにいろいろご協力

を得ながら、漁業者さんがこんなことに取り組んでいますよというのを宣伝していただい

て、それで漁業者さんが非常に苦しい状況で管理をしているときには、皆様方もご協力を

お願いしますということで協力を、今の段階では呼びかけて進めさせていただいていると

いうことでございます。 

 

（Ⅲ－２－１、２－２の説明）第１管理期間の総括でございます。 

 ちょっと念頭に置いていただかないといけないのが、大中型まき網漁業は暦年となって

おりますけれども、沿岸漁業は初年度ということで、１年半みたいな形になっております。
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それに対する漁獲実績が書いてありまして、ブロックごとに見ますと、北太平洋の北部で

かなり、冒頭の長官の挨拶にもありましたように、漁獲が非常によかった。急激な漁獲が

あったために、操業自粛要請を出さざるを得ないという状況に陥りました。 

 日本海の北部につきましては、４月８日に警報が出ておりますけれども、これは実は日

本海北部はブロックで３月までというので当初予定をしておったので、それを前提に管理

をしていました。最終的には一本の時期にまとめるということで、いろいろ協議してきた

結果６月まで延びたという実態がありまして、そのときに少々漁獲があったことに伴いま

して警報が出ておりますけれども、超えるというような事態には至っていないという状況

でございます。30キロ以上の大型魚につきましては、全体で報告をいただいておりまして、

3,680ｔだったと。これは暦年で数字を上げさせていただいております。 

これは我が国の大型魚・小型魚の漁獲状況ですので、見ておいていただければいいん

じゃないかなというふうに思います。 

 

（Ⅲ－３－１、３－２の説明）それで、数量管理につきまして、どういう形で改善といい

ますか、しようとしたかということでございます。１年目の管理によりまして、やはりブ

ロック別ということで何とか漁獲の変動といいますか、そういうものを吸収できないかと

いうことでブロックをつくったんですけれども、先ほど言いましたように、北のほうで随

分漁獲が特定のところでございまして、非常に急激に漁獲枠が消化されたということがご

ざいました。特に、定置網につきましては、なかなかやっぱり管理は難しい部分がござい

ました。 

 それで、今年の７月１日からの第２管理期間におきましては、定置網につきましては、

広域の共同管理、定置網だけ抜き出して全国枠に近いような形で管理をするということを

取り組んでおります。あと、将来的にはきちっとした公的管理ということを考えていかな

いといけないので、そういった意味で、都道府県の方にもご協力をいただいて大変だった

と思いますけれども、管理計画をつくっていただきました。そういった管理計画に基づき

まして、漁期ですとか漁獲状況に対応した管理方式を現場のほうにおろして、一生懸命進

めていくという、そういう状況になっております。 

 これが先ほど申し上げました定置網の共同管理を図示したといいますか、定置網だけブ

ロックを超えて、482.1ｔだけ共同で管理するという形になっているというものです。 
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（Ⅲ－３－３の説明）それと、管理期間につきましては、平成27年、初年度はいろいろあ

りまして、沿岸の６ブロックについては１年半という形で行ったと。ですから、引き続き

この形で進めていきますと、ずれていますけれども、ちゃんとそれぞれの漁業種類で管理

していけばちゃんと守れるだろうということで、まき網と流し網、竿釣りにつきましては

暦年で、沿岸につきましては７月１日から１年間というような形で管理をするということ

で現在進めているというところでございます。 

 

（Ⅲ－４－１の説明）定置網の共同管理につきましては、やはり弾力的にということで、

計画そのものといいますか、公的規制に当たるような数字というものは、482.1という形

にさせていただいております。ただ、そういったことをしますと、漁期がすごく初めのと

ころとか、後になるところで不公平感が出るとかそういった事態が生じますので、中では

共同の管理でサブグループをつくって調整をしていただきましょうということで、17道府

県の方には、これもいろいろ大変なんですけれども、東と西のグループをまずつくってい

ただくということと、さらには時期別の目標をちゃんと設けていただいて、それを超える

ようならブレーキをかけていただくというようなことで現在取り組んでおります。 

 

（Ⅲ－４－２の説明）そのある県の例を図示したものがこれでございまして、時期別にク

ロマグロが主漁期だというところと、主漁期以外じゃないんだというところで、放流する

対象ですとか休漁日の設け方とか、あと網起こしの回数ですとか網上げ休漁するかしない

かみたいなものを組み合わせて管理をしていただくという形にしておりまして、地区ごと

にといいますか、それぞれ組み合わせられておりますので、これは一つの例ということで

ございます。 

 

（Ⅲ－５－１の説明）あと、これは定置以外の部分になります。まだ今の定置以外の部分

ではブロックの管理が残っておりまして、見方といたしましては、例えば日本海北部の

295.7ｔ、これにつきましては、日本海北部のブロックの中で青森県さんは単県で215.2ｔ

を管理しますと言われていて、その他の県５県と北海道さんは80.5ｔを定置網を除くその

他の漁業種類については、関係道県で管理をするという、そういう枠組みになっておりま

す。日本海西部、九州西部、太平洋北部、太平洋南部、瀬戸内海と、それぞれそういった

ものが組み合わさっているという状況になっております。 
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（Ⅲ－５－２の説明）臣管理漁業の管理の話がよく言われますので、一応ここでご紹介を

しておきます。2011年から30kg未満の小型魚につきまして超えないようにということで

5,000ｔ、2014年から4,250ｔ、2015年からは2,000ｔということで削減をお願いしている

と。大型魚につきましても、30kg以上につきましては、年間で総漁獲量が3,098ｔを超え

ないようにということでやっていただいています。 

 さらに、日本海の産卵期の漁獲につきましては、総漁獲量が1,800ｔを超えないように

ということと、あと８月の操業については自粛をされていると、そういう状況になってご

ざいます。 

 

（Ⅲ－６の説明）こういったことをやりまして、皆さんにご協力をいただくんですが、例

として例えば定置網になりますけれども、一生懸命共同管理ということでやって調整をし

ていただいても、余りにも超える量が多いとか、あとどうしても、かなり量的に超える量

が大き過ぎて、定置も止めないといけないとか、ほかの漁業でも止めないといけないみた

いな話になると、非常に地域経済に影響が出るという可能性がありますので、そういった

ことになりますと、どうするかという調整をいろいろ考えないといけないということで、

現在こういう一生懸命資源管理をしても、どこかにやむを得ず、ほかの漁業経営体に迷惑

をかけてしまう可能性があるというときのやり方というものを研究しましょうということ

で、研究をさせていただいている最中でございます。 

 

（Ⅲ－７の説明）最後に、漁獲モニタリングの改善方向ということで、ここにございます

ように、2014年、2015年ともに報告をいただいておりますが、実際にその報告をいただい

ている尾数について、それぞれ差がございます。こういうことでは、本当に誤差の範囲内

だというのはしょうがないと思うんですけれども、引き続き我々のほうで、関係の県なり

関係の業者さんといろいろ話をさせていただいて、都道府県の方にもご協力をいただいて、

これを改善していくと。もう本当に誤差の範囲内だと言えるようなところまで改善をした

いということで、これは努力をしないといけないということでございまして、大体これで

私の説明を終わります。 

 

（参考資料について）本日、一応、参考資料というのが配られておりまして、その中に例
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えば支援策の話ですとか、あと大中型まき網漁業につきましてのクロマグロの漁獲の特徴

とか、定置網でどんな技術開発がされているかというのもご紹介をさせていただいており

ますので、そういったものも、もしご興味があればごらんになるなり、あとはこの後の質

疑応答の際に、これはどういうことということで聞いていただければ結構なんじゃないか

というふうに思います。 

 少し長くなりましたけれども、以上で終わります。 

 

（司会） それでは、ここで一旦休憩を挟みたいと思います。 

 15分程度ということで、あちらの時計で２時55分からの再開とさせていただきます。そ

れまでにお席にお戻りください。 

 なお、報道関係者の皆様におかれましては、ここまででカメラ撮影を終了していただき

ますよう、お願いいたします。 

 それでは、休憩に入りたいと思います。 

 

午後２時４０分 休憩 

午後２時５５分 再開 

（司会）それでは、時間が参りましたので、意見交換の部のほうに移らせていただきたい

と思います。 

 本日は、漁業者の方や養殖業の関係者のみならず加工流通業者さん、研究機関、地方行

政など幅広くいろいろな方にご出席をいただいております。先ほどご説明を申し上げた内

容につきまして、ご意見、ご質問などございましたら、挙手の上ご発言をお願いいたしま

す。 

 こちらから指名をさせていただきまして、マイクをお渡しいたしますので、必ず最初に、

ご所属、お名前を述べていただいた上で、ご発言をしていただければと思います。 

 それでは、いかがでしょうか。 

（参加者）こんにちは。よろしくお願いいたします。 

 こういう場でなれないものですから、自分の思いがどれだけ皆様方に伝えられるかどう

か不安でございますが、私なりに一生懸命マグロ養殖の現状について、ちょっとお話をさ

せていただきます。 

 これは、あくまでも私個人の考え方でありまして、全体のマグロ養殖業者の意見ではな
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いということを前提にお話をさせていただきます。 

 2013年にこの資源管理が始まり、今年で多分４回目の会議だと記憶いたしております。

毎年、私も参加させていただいておりますが、年々参加者が増えているように思われます。

そういう中で、ここにおいでになっている方は、ほとんどの方が資源管理は必要だという

思いで多分集まっていることと思っております。その中で、私たちマグロ養殖の現状と、

これからの私なりの課題を少しお話をさせていただきたいと思います。 

 マグロ養殖も、この資源管理に対して尾数制限、そしてまた生けすの制限が行われてお

ります。その中で大手企業、そして私たち零細漁業者も限られた資源、限られた資材の中

で一生懸命努力をしながら現在に至っているところでございます。そういう中で、昨年も

少し人工種苗の話が出たかと思いますが、その人工種苗の話について私なりの考え方を少

し話させていただきます。 

 皆様方もご存じのように、近大を初めとする大手水産会社、近年では新たに新規参入の

会社が人工種苗の研究開発に邁進して、技術もかなり進んでいると伺っております。ただ、

この人工種苗に限っては資源管理の範囲外でありまして、今後どんどん増えた場合に生産

過剰になる可能性があって、そこを私は懸念しているわけでございます。以前のようなハ

マチやマダイの二の舞にならないか。そうなる前に何らかの規制とか制限がつくれないも

のかと考えております。決して、この人工種苗の開発、研究が悪いと言っているわけでは

ございません。この開発研究というのは、ぜひ大いにやっていただきたいと思っている一

人でございます。 

 今後、技術が進み価格も天然種苗より人工種苗のほうが安くなる可能性も出てくるかと

思います。そうなれば、一般世論とすれば、資源に優しい人工種苗に変えればいいじゃな

いかという議論がなされるかと思います。ですが、ただマグロ養殖だけを考えますと、低

コストのそういう将来的に人工種苗でやるのは当然かと思いますが、ここまでに至る間、

ともにパートナーとしてやってきました一本釣り漁業者、またはまき網漁業者、この人た

ちに対して、もう人工種苗が天然種苗より安くなったので、もうあなた方は要らないよと

いうことが、果たして人間として言えるものかという疑問もございます。もしそういうこ

とになりますと、漁業者、またはそれに関係する漁協の経営に大きな悪影響を及ぼすので

はないかという危機感を持っております。 

 今現在でも、漁業就業人口が減っていっている中、そういうことに仮になれば、ますま

す就業人口が減少するものと思われます。どうかそういうことは避けていただきたいとい
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う漁業者の思いでございます。 

 今後のこの人工種苗について、私なりの考え方は、この進んだ日本の技術を生かして放

流事業に生かせないかという私なりの考えでございます。サケと違いまして、放流したマ

グロは必ず日本に帰ってくるという保証はございませんが、少なくともこの太平洋で回遊

することは間違いないかと思います。そして、対岸のアメリカやメキシコ、そういう漁業

者までにも影響が与えられるかと思います。 

 ただでさえ、日本は獲り過ぎだ、食べ過ぎだといろいろ言われる中、そういう放流事業

をすることによって、日本のマグロ漁業は資源、自然に優しい持続可能な循環型のマグロ

漁業を営んでいるということを、そういう機会に全世界に発信できるのではないかという

私の思いでございます。 

 どうかここにお集まりの皆様方は、ほとんどマグロに関係する方がおいででございます。

養殖、一本釣り、まき網、いろんな漁業者が思いを一つにして、この資源管理を含めた目

的を一つにして一緒に議論し、将来的にいい結果が得られるように、国も含めて一緒に努

力していければと考えております。どうかよろしくお願いいたします。 

（宮原顧問） ありがとうございます。私は、研究機関のほうの仕事もありますので、両

方からのお話をします。 

 人工種苗につきましては、うちの陸上施設でつくった卵を今年有償配布させていただく

ということを始めましたが、我々としても人工種苗については、今のままですと特定の者

しかつくれないという状況で、ある場合は物すごく高騰したりしますので、やっぱり安定

した生産ができるようにするというのが大変な課題だと思って取り組んでいるところなん

ですけれども、今お話のありました人工種苗の問題というのは２つあると考えています。 

 １つは、人工種苗、要するに卵から飼って商品価値がある３歳以上のものにするという

ことのためには、大変多くの餌を必要とするということです。これは、今のところ生き餌

といいますか生餌、生の魚を使わざるを得ないということになりますと、イワシ、アジ、

サバより安い、あるいはミール、こういったものを大量に、ある場合は１キロ生産するの

に15キロ餌が必要だという、こういう状況を続けていいのかということを問われている、

要するに、そんなに一つの高い価値のある魚をつくるために、たくさん資源を浪費してい

いのかという問題が１つ。 

 もう一つは、人工種苗というのは、飼っている魚から獲るわけで、飼っている魚という

ことは飼いやすい魚ということにだんだんなってきて、何世代か人工の施設の中だけで育
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った魚の卵を使うという例が出てきています。こういうものは、特定の遺伝子しか持って

いない魚が、実際の養殖池で飼われているときに逃げたらどうなるのかという問題ですね。

要するに、生物学的な多様性に影響を与えるのではないかという問題。こういう２つの問

題を抱えていまして、人工種苗の問題については、必ずしもこれで全部乗っかっていけば

いいという考え方ではないというふうに思います。 

 マグロの養殖の難しいところは、大変長い期間飼わなきゃいけないという問題があるも

ので、やはり天然種苗と人工種苗をバランスよく使っていくというのが、今出せる最良の

答えになるんではないかというふうに思っています。人工種苗ができたから人工種苗だけ

やればいいんだという考え方は、ちょっと今の段階では危ないんだと思いますし、やはり

今までのとおりひき縄とまき網の養殖原魚をバランスよく使っていくということでないと、

養殖業は成り立たないと思います。 

 それからもう一つ、生産過剰の問題というのは実はもう既に起こっていまして、これは

別に日本の太平洋クロマグロばかりではなくて、メキシコの増産もありましたし、それに

ミナミマグロもあるし、それに加えて地中海のマグロがあるということで、今の市場規模

に対して生産が既に多過ぎるという問題が出てきています。 

 これについてどうするんだというのは、これは実は大変大きな問題で、市場拡大しない

限り無理じゃないかということを言われているんですが、市場拡大するためには価格をさ

らに安くするということで、これは養殖業者にとってはもう死活問題になってしまいます

ので、その中で今大事なのは、恐らく日本の養殖魚というものが、そういうたくさんのク

ロマグロ製品の中で優越している、ほかのものよりいいんだという立場をちゃんとつくれ

るかどうかということで、これは養殖業者さんの肩にかかっている仕事なんだと思うんで

すね。 

 それは今までみたいにつくれば売れるという時代じゃないので、質をよくするというこ

とは養殖業者さんのほうで、水産庁のほうも多分支援するでしょうから、そこを頑張って

もらうと。多過ぎる魚の中で優越した立場をつくっていくということが、これから大事な

んじゃないかというふうに思っております。 

（司会）ほかにいかがでしょうか。 

（参加者）先ほどそれぞれの専門家の皆さんからご説明がありました。私は、それぞれの

発表の中で、小さい魚を獲らないのがやはり資源の増大につながると、そのように受けと

めました。今、先ほどの意見を出してくださった方も全く同じような考え方で、今意見発
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表したと思うのであります。 

 そこで、この５ページのところを見ますと、もう圧倒的に太平洋クロマグロの年齢別漁

獲尾数割合、ここを見ると０歳魚が70％ですよ、０歳魚。そしてその２つ上のほうには大

中まき網が圧倒的に漁獲量が多い。これを見ますと、定置、ひき縄、はえ縄、これの何倍

ですよね。では、果たしてそれぞれのこの漁業に携わっている漁業者の就業数はどうなん

でしょう。 

 全国の沿岸の漁業者は、何十万人であろうと思うんです。では、はたしてまき網はどう

なんでしょう。こういうことを見ましても、こういう幾らも漁獲していないところに同じ

割合で50％削減というのは、果たしてどうなのか。私は、決して国際合意された4,007ｔ、

それは当然、我々漁業者として守っていかなきゃならないと思っております。ただ、その

4,007ｔの割り振りは、実際浜の実態を把握して、このようなそれぞれの漁業に割り当て

をしたのか。これを私は大変疑問に思っております。 

 そしてもう一つは、先ほども何回となく日本海北ブロックですね、確かに昨年は規制を

大きく上回りまして、それぞれのブロックの皆さんに大変ご迷惑をおかけいたしました。

全体として、その枠におさまったということは、本当にありがたく思っております。これ

は定置経営をしている方々は、十分おわかりかと思うのであります。なかなか定置に入っ

たものは、大きいものだけ船に上げて、小さいものを再生できるように元気で逃がせると

いうのは、これは難しいです。難しいからこそ、水産庁もこの開発に取り組んでいると思

うんです。取り組んでいるけれども、なかなかこれは実際問題できるはずはないです、は

っきり言って。そういうことからして、入ってしまったものは死んでしまった、死んでし

まったものは海に投げてくれない。したがって、船に上げて組合に出荷した、それが現実

であります。 

 したがって、先ほど説明がありましたように、今年７月１日から第２管理期間に入りま

した。昨年のようなことがあっては絶対ならないということで、これは７月１日からとい

うことは来年の６月30日までです。とすると、来年の５月から６月にもかなりの漁獲量が

見込まれるんです。したがって、３分の１くらいは、第２管理期間の割り当ての３分の１

くらいは来年に残して、既に網上げをしております。 

 では、マグロに関して網上げをして、網を上げてしまったことによって、他の魚種が全

く獲れない。これは沿岸の漁業者は、先ほど意見があったように、生きていけないです。

経営は成り立ちません、はっきり言って。そして、地域にも相当の影響があります。ぜひ
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これらを考慮して、これに対する水産庁としての支援措置をしていただきたい、そのよう

に強く要望します。 

 そしてまた、私は昨年のこの会議でも意見を出しました。というのは、完全養殖をなぜ

できないのか、先ほどの意見もあったとおり、私は完全養殖をさせるために、いろんな技

術をまだまだ開発するべきじゃないか、マグロの漁場者の全てが漁獲金額の５％、10％を

その開発費に負担金として充てようと、そういう取組みを水産庁が考えてはどうかという

ことも提案しました。でも、それも全く回答もないままになっておるわけであります。そ

れらのこと等について、お答えいただければありがたいと思います。 

（司会） 国内管理の関係で何点かございました。 

（藤田管理課長） いろいろありがとうございます。 

 まず割り振りの問題につきましては、確かにいろいろ近年獲れ始めたところとか過去に

獲れていたところとか、そういったことから申し上げますと、ご不満は皆さんお持ちなん

じゃないかと私は思っております。 

 そういった中で一定のルールでもって管理をするということで、ご協力といいますか、

ご理解を求めたということでございますので、またその事情を踏まえながら、よりよい管

理というのは検討していきたいと思っておりますけれども、確かに全部、皆様の沿岸の漁

業者の方の浜の実態を全部把握した上で割り振ったのかと言われれば、それはそういうこ

とまではできなかったと、同時並行的に浜に伺いながら意見交換をさせていただきながら

進めさせていただいたというのが事実でございますので、引き続きそういう努力はさせて

いただきたいというふうに考えております。 

 あと網上げの話でございますけれども、定置の話はおっしゃるように、我々のほうとい

たしましても、やっぱり定置が本当にそのときマグロを主体に獲っている時期とか、地域

によってはそういうのがあるので、そのときはほかの漁業種類と同じように努力をお願い

したいと。 

 一方で、定置がほかの魚種を主体に操業していて、ぽろぽろと入ってくるマグロが積み

上がってしまうというようなことだと、それを守るためにぽろぽろと入ってくるのを守る

ために止めるとなると、これは大変なことになるというのは理解をしているので、ですか

ら、いかに定置の中で例えばうまく管理するかということで共同管理の話を申し上げまし

たし、さらにいろいろ日定置さんではご検討をいただいていますけれども、ではその枠組

みといいますか、そういうものをいかにうまく動かして、場合によってはほかの漁業種類
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との迷惑をかける場合に、どういう形で調整できるかということを検討しようとしておら

れますので、そういったものについてはご協力を差し上げたいと、我々のほうも一緒にな

って検討を進めたいと思っております。 

 さらに、支援の話につきましては、これは随分これまでも言われておりますけれども、

非常に今の経営支援策は、クロマグロの取組みでもって年間の水揚げ金額の90％とか95％

を面倒を見る形になっておりますので、そういった意味で非常にある意味、手厚い支援に

なっていますので、これをうまくやっぱりご活用いただくようにお願いをしたいと思って

おりますし、そこで、もし条件的にいろいろちょっと難しいという話は引き続き皆様方か

ら、どういう形であればうまくフィットするかということについては、ご相談をさせてい

ただきながらというふうに考えております。 

（司会） あと、完全養殖技術の開発の関係もございましたが。 

（藤田管理課長） すみません、完全養殖に対する負担金の話でございますね。 

 確かに、そういったご提案はいただいております。現実問題としては、そこまで検討を

するところまで進んでいないという状況です。まずやっぱり、沿岸のほうをいかにうまく

管理できるか、定置のせいで管理ができないと、国際的なルールが守れないと言われない

ように、いかにするかということで取り組んできましたので、まだそこまで行っておりま

せん。 

 今後、恐らく小型魚の利用の話とか、魚そのものの利用をする話の中で、そういった漁

業者間での協力の仕方というんでしょうか、そういうものを議論する場が多分できてくる

と思いますので、そういったときには我々のほうも一緒になって、いかに資源を利用して

いくかというんですか、負担するべきものは負担して利用していくかということは、引き

続き検討させていただきたいと思っております。 

（司会）では、そちらの方。 

（参加者）こんにちは。３点ほど伺います。 

 先ほど来の説明を聞いていますと、漁業をさせながら、しながら管理を進めていくとい

うのは本当に大変だなというのはよくわかります。そこで、昨年もちょっとこの場で質問

させていただいたんですけれども、84年の最低に近いところに先ほどのグラフもありまし

たけれども、まだ資源状態があると。そういう中で、84年付近にまだあるということを宮

原さんもおっしゃいましたけれども。その中で、私たち沿岸のやはり獲る量も32％と、相

当大きなインパクトがあります。それも我々沿岸も重々承知の上でお話しさせていただき
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ます。 

 沿岸の漁業者の多くは、規制前の段階でも非常に採算ラインぎりぎりでやっているとい

う漁業者が多いわけでして、定置もそうですし、沿岸は本当に大変な状況の中でこの規制

が始まったと。そして、この規制が始まって、実際去年はマグロがいた状況があったにも

かかわらず、規制を守ることによって漁ができなくて、その結果やはりマグロ漁を断念し

たと、そういう状態も起きています。 

 そこでちょっと沿岸漁業のことで、宮原さんに後で答えていただきたいんですけれども、

ＦＡＯの責任ある漁業のための行動規範というのがありますよね。今まで水産庁さんのほ

うから、その行動規範については一度も公の場で……、僕らは聞いたことはないですけれ

ども、その中でちょっと短く内容だけ言ってよろしいですか。 

 この中には、まず６．18、各国は、沿岸小規模漁業及び小規模漁業の雇用、収入及び食

糧安全保障上の重要性を認識し、安全で公正な生活、適当な場合には、国家管轄権のもと

にある水域での伝統的な漁場及び資源への優先的なアクセスについて、漁業者、漁業労働

者、とりわけ生存漁業、沿岸小規模漁業に従事している人々の権利を保護すべきである。

目的の中に重要なことがあるんですけれども、管理に対しては、基本的にＭＳＹ水準を守

るようにというのが、その条約上の問題、これにも同じようなことが書いています。そこ

はちょっと割愛します。その中で、７．２．２、当該措置はとりわけ以下を含むべきであ

る。その中にａ、過剰漁獲能力を回避し、資源の利用が経済的に見合うものであること。

ｂ、漁業生産が活動している経済条件が責任ある漁業の促進に見合うものであること。ｃ、

生存漁業、小規模漁業及び沿岸小規模漁業を含む漁業者の利益が考慮されるべきであると。

そして、措置の中で一つだけ、過剰漁獲能力が存在する場合、漁業者が責任ある漁業を促

進するような経済条件下で活動することを確保するため、漁獲能力を資源の持続的な利用

と見合うレベルまで削減するためのメカニズムを確立するべきである。当該メカニズムは、

漁船の能力のモニターを含むものであると、こうあります。 

 そこで、やっぱり過剰漁獲能力をまき網というのは持っているわけですよね。その規制

なくして沿岸も同様の規制レベルで果たしていいものかというのを、宮原さんにもう一度

ちょっとお答えを……。これはやはり海外に倣ってやるべきでないかと、昨年も僕は申し

上げましたよね。当然これは我が国も批准しているんですから、こういう国際的な取組み

みたいなものも考慮して、沿岸、とりわけ我々みたいな弱者、零細漁業を守るというのが、

これは基本にあるべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。 
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（宮原顧問）おっしゃるとおりなので、アーティサナルフィシャリーというんですね、生

存漁業は。それで、実際にＷＣＰＦＣのクロマグロの規制の中でも、一時ずっと小規模沿

岸漁業は除くというやり方をしていたわけですね。 

 ところが、沿岸小規模漁業といっても、沿岸の全部が小規模じゃないんですけれども、

だけれども、その沿岸漁業全体が先ほどおっしゃったとおり、インパクトが大変大きいと

いうことで、それも含めなきゃいけないということで含めなきゃいけなくなったというの

が今までの経緯ですね。 

 その中で、決して私は小規模漁業に対しての配慮がなかったかというと、そうではなか

ったんだろうと思います。ただ、今の、先ほども出ていたとおり、漁獲枠の配分を巡って

それが正しいかどうかというのは、これはまだまだ議論がたくさんあるので、これからよ

く議論しなきゃいけないし、今年の会議にも出てきているように、さらに小型魚を減らさ

なきゃいけないと。こういうときは誰が責任を持って減らすのかと。そうすると、やっぱ

り積極的に獲っている漁法のほうを減らさざるを得ないんじゃないか、それから大規模に

獲っているほうを減らさざるを得ないんじゃないかということが出てくるということにな

るとは思います。 

 今のお話にあったコード・オブ・コンダクト、これは別にコード・オブ・コンダクトに

限らず、ほかの条約でも何でも、そういう小規模漁業に対する配慮というのは必ず入って

います。それは我々も必ず小規模漁業を全体の中で優先して考えるということは、間違い

なくやってきたし、私は今はもう水産庁をやめちゃっていますから、水産庁のほうからお

まえ間違っているよというんだったら、後で訂正すると思いますけれども、そういうふう

にやってきたつもりです、私は少なくとも。 

 過剰漁獲能力の話というのは、これは大変大型の漁業種類については大臣許可というこ

とで許可数を限定して、ずっと規制してきた。実は、でも私もちょっとある新聞に書いて

もらいましたけれども、思った以上に漁獲能力以上に魚を探索する能力が非常に早くつい

てしまったおかげで、ヨコワを大量に獲って安く流通させるという実態がこの2000年以降

出てきていたので、そこはやめようやというのは皆さんにも何度も言ってお話しして、言

い過ぎたから沿岸のヨコワまで売れなくなったじゃないかと、去年怒られたんですよね。

そういうことをやってきたつもりです。 

 漁船数のコントロールについては、一斉更新というのが５年ごとにあって、それでコン

トロールしながらやってきているし、これまでも何回も繰り返してきたところなので、こ
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れからまだまだ、これ以上やる必要があるのかというところは、また今後議論していただ

ければいいんじゃないかと思います。 

 ということで、決して余りずれた考え方で私はやってきたつもりはないんですけれども、

ただ、沿岸の中でも、これがまた議論があるところですけれども、一本釣りだとかひき縄

だとか、そういった部分については確かに小規模で、大変遠隔地でやっている漁業の方も

おられると。ただ、そのときに問題点として起こってきていたのは、一時的に養殖原魚と

して売れるので、全然やっていなかった人まで、寄ってたかって南で獲り出したというの

があったんですね。それはやっぱりちょっとやり過ぎだから、少し抑えなきゃならないと

いう問題がありますが。 

 それからもう一つは、定置、定置と言います定置は、場所によっていろんな定置があっ

て、小規模で貧乏な定置ばかりかというと、そうでもなくて、大規模でかなりすごい定置

もあり、マグロを専門に獲る定置というのもある。そこの定置は最近、先ほど説明でもし

ましたとおり、ある意味、最近になってマグロが入るようになり、そのマグロの評判も築

地でもかなりいいので、ブランド化したマグロを獲るようになってきているような、そう

いう定置については、やっぱり管理というのはある程度必要になってくるんじゃないかと

いうふうに思います。 

 なかなか一口で言えないんですけれども、先ほど藤田のほうから言ったとおり、実態を

見ながら、できる限り小規模で困る人たちに対してはそれを優遇しながら、かつ管理が必

要な部分については、管理をきちっと入れながらというきめ細かいことをやっていくしか

ないんじゃないかというふうに思います。 

 ご不満の点はよくわかるんですけれども、それが今水産庁がやっている苦労なんじゃな

いかと思うんですけれどもね。何かつけ加えることがあれば、どうぞ。 

（藤田管理課長）現役が本来言わないといけなかったんですけれども、すみませんでした。 

 おっしゃるように、非常に現段階では、管理そのものが手探りの部分がありますので、

それについてはご不満といいますか、ご意見は引き続き伺いながら進めていきたいと思っ

ております。ただ、現段階で将来的に、これ以上削減された場合どうするんだという話を

私の一存でこうしますとは言えないので、それはそういった事態が生じた場合には、やっ

ぱりまたしかるべく庁内でも議論をし、関係者の方と議論をして、ご協力をいただけると

ころにご協力をお願いしていくということになろうかと思います。 

（参加者）もう一点、ぜひとも聞いておきたいことがありまして、やはり養殖に回る、供
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給するヨコワですね、これは今年あたりは特に尾数が多いという、とても実感があります。 

 個人的には、供給はひき縄漁の方だけにして、やはりそこはまき網は遠慮していただく

というのが、僕は個人的にそういうふうに思っているんですけれども。その中で、ひき縄

の場合は、漁協が数量を管理しているので明確に出てくるんですけれども、どうしてもこ

れは信用するかしないかという話、そういう議論になってくるかと思うんですけれども、

まき網から供給を受ける場合、海外の例だと、ほとんどそれをビデオで確認するだとか、

あと第三者機関をそこに入れるとか、いろいろなことをやっているらしいですけれども、

国内の場合はどうなんでしょうね。全くその辺が見えてこないというか、透明性に欠ける

と言えばいいのか、ちょっとその辺を教えてください。 

（宮原顧問）一つだけ申し上げておかなきゃいけないのは、先ほども言ったとおり、養殖

というのは非常に今厳しい状況にあります。それで、養殖原魚を確保できなくて、中小で

くしの歯が抜けるようにどんどん落ちていくような状態が今起こってきていて、その中で

大手の関係のところは何とかかんとかやるにしても、中小の人たちは本当に苦労している

状態なんですね。 

 その中で、確かにひき縄の魚だけでうまくやれればいいんですけれども、ひき縄の魚じ

ゃ足りない場合もあるし、ひき縄の魚じゃなくてまき網の魚を使うと１年飼う期間が少な

くて済むんだよね。そういうことがあるから、いろんなものをバランスよく人工のやつも

含めてやらないと経営ができないという事情がある。 

 片や、まき網のほうから見ると、今までみたいに生でたたき売っちゃうようなことじゃ

なくて、養殖魚にして売ると１匹それなりの値段になるので、獲る量を減らしてもまき網

としては何とか耐えられるということがあるので、ある意味両方ともいいということでま

き網の原魚というのを西のほうでやり出して、今やもうほとんど多分、養殖原魚しか獲ら

ない状態になってきている。そのおかげで小型魚を減らすことが実現可能になったという、

特に九州周りのまき網の事情があるので、そこのところはちょっと理解してもらったほう

がいいんじゃないかなと思いますね。 

 今も話しているとおり、これは全体の政策として見ると、養殖がどれくらいこれから経

済的に生き残れるのかというのは、非常に難しいところなんですよ、最初の発言の方が言

っていたとおり。これは、水産庁は養殖の支援というのは余りうまくないんだけれども、

どうにかしないと本当に、要するに何かブリでだめで、最後に何とかマグロでと、みんな

が思っているんだけれども、ついにマグロも来ちゃったなという感じになってきているの
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で、そこは養殖のほうは少し温かく見てやらないと、かなりきついんじゃないかなという

感じを私は持っています。 

（藤田管理課長）まず数字の紹介だけしておいたほうがいいかなと思いますが、参考資料

の15というスライドに2015年の種苗の活け込み数をお示しをしてございます。 

 左側が天然種苗でして、94万8,000尾のうち40万尾と。人工種苗が54万8,000尾というこ

とになっておりまして、両方使われているという実態にありまして、それでちょっと小さ

くて恐縮なんですが、天然種苗の全国計40万尾のグラフの下のところに注２というのがあ

りますが、注２のところに、ひき縄で24万3,000尾だと、まき網で15万7,000尾だというこ

とで、実数としては今そういう状況になっているということでございます。 

 あと、私が説明させていただきました資料の最後のスライド番号で47のところにござい

ますように、実は養殖業者さんからいただく報告値と漁業者さんからいただいている報告

値には差がございまして、特に一番大きいのがどちらかというと、沿岸のクロマグロ漁業

になっておりますので、隻数も多いので誤差が積み上がるとこういうふうになるのかもし

れないんですが、この辺は我々のほうも問題意識を持って、この数値ができるだけ差が小

さくなるように努力をしたいというふうに考えております。 

（参加者）私は毎年これをやるんだけれども、私は今日は余り言わないですよ。今日はど

れぐらい死んで、養殖を獲るとどれぐらい死んで、まき網で獲るのとひき縄で獲るのと、

そして養殖へ持っていって飼って殺すのと、どれぐらいあるか、水産庁は知っているんで

すか。ひき縄がどれぐらい殺して、まき網がどれぐらい殺して。それで養殖をやっている

人らがどれぐらいマグロを殺して、私はそれを言いたいんですよ、ただそれだけなんです

よ。それがもし多かったら、直ちに止めるべきですよ。それでみんな放流するべき。以上。 

 答えてください。 

（参観者）死亡個体数に報告義務をつけないというのはどういうことなのか。 

 全くおっしゃるとおり、その中間が全く見えないんですよね、どれだけ落ちたものだか。

その落ちた個体数がどれくらいあるのかという、その報告義務、義務化しないと、やっぱ

りだめじゃないですか。ただ、活け込みの尾数は毎年出てきますけれども、出荷は何年後

に出荷されたものか、何尾出たかはわからないですよね。個体数は重量で出てきますから。

ただ、その中間の落ちというのは全くわからないですよね。 

（宮原顧問）だけれども、活け込んだときの数量がはっきりしていれば、何匹死んだかは

わかるわけで、要するに活け込んだときの数量さえ抑えておけば、それだけ自然界から取
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り出されたんだから…… 

（参加者）だけれどもね…… 

（宮原顧問）だけれども、ひき縄で原魚にするときにひき縄で相当死んでいるという話が

あるじゃないですか。 

（参加者）あのね、ひき縄で獲ってきて網で獲ってきて、養殖をやれば死んだやつで、養

殖で飼ったやつじゃないよ、死んだやつで皆さんがどれぐらい、私なんか10年や５年ぐら

いのマグロを捨てていくぐらいの数よりも多いと思いますよ、死ぬほうが。それでやって

いけますか、近海マグロは。やっていけないと思いますよ。殺すやつでしょう、今生きて

いるやつじゃなくて死んだやつ。それを調べてほしいんですよ。 

 私の友達がひき船をやっているんですよ、友達が田舎で。30匹釣ると上げるのは10匹ぐ

らいなんですよ。10獲ったら７匹なんですよ、30匹釣って。１匹3,000円でしょう。だか

ら、小型船はみんな持っていくのは40匹釣ってきても売るのは８匹か10匹ぐらいですよ、

死んでいて。だから、そこを私は言っているんですよ。網でもそうだと思いますよ。網の

場合のほうがよく死ぬと思うよ、締めたときに死んで。そこを調べてほしいんですよ。 

（藤田管理課長）私の理解が間違っていたらあれなんですけれども、とりあえず漁業者の

方には生きているか死んでいるかは別にして、要するに獲った量をご報告してくださいと

いう話で、我々のほうはお願いをしています。 

 それで、恐らく今言われている話は多分分解すると２つあって、釣ったり獲ったりした

後に活け込まれる間に亡くなるというか、死んでしまって放棄されるという話と、あと入

った後に養殖に活け込まれた後に脱落していくというんでしょうか、そういうものと２つ

あるんじゃないかと思います。 

 多分、後者のほうは活け込み尾数と出荷尾数の差というんでしょうか、そういうものを

調べれば、一定の把握ができるんじゃないかと思います。 

 あと、我々のほうといたしましては、やっぱりそういった意味では、漁業者の方には正

確なご報告をお願いするということと、あと活け込み尾数との差みたいなものを解析して

いくというんでしょうか、それで恐らく原因がいろいろ事情によって、漁業によって違う

と思いますので、そういうのを引き続き我々のほうは、これはできるだけ縮めたいと思っ

ているわけですから、勉強させていただきたいと思います。 

（宮原顧問）あとひき縄のやつは前から話していた話で、前はすごく確かに多かったんで

すよ。それで、うちの開発センターで漁業者と協力して、それをどれくらい減らせるかと
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いう話をやって、ある程度のマニュアルというか技術どおりにやると、今は８割ぐらいは

生き残るというところまで来た。ただ、今水産庁が言っていたように、それは我々と協力

してやった人たちの話だから、ほかの人たちがどれくらい落ちているかという話は、実は

報告にはまだ上がってきていなくて、そこは本当は、だから県なり何なりに頼んで、現地

で調査してもらわない限りは数字は多分出てこないです。 

 ただ、沿岸のひき縄業者の人たちも、やっぱりそこはやっちゃいけないと思っているか

ら、減らそうという努力は我々と一緒にはしているんです、そこは。 

（参加者）大手４社が飼ったやつの中に、新聞報道で出た、テレビ報道で出て、何千万匹

も、あれは私らは20年生活ができますよ。殺したやつで、大手が獲られた、新聞報道でや

られたもので。 

 だから、殺すなとは言わないけれども、死ぬものを飼ったって、あれは稚魚を盗んでき

て生けすに入れて大きくするんだから、そうでしょう。大きくしてもらわなくてもいいじ

ゃない、稚魚は、放流してもらったら。だから、死ぬほうが多い、獲るより。それは水産

庁さん、何とか努力して漁業調整課の黒萩さん、何とかないですか。 

（黒萩漁業調整課長） 海から盗んできてという話はちょっとどうかと。養殖業者さんが

ちょっとかわいそう過ぎるような感じがしますけれども、普通、天然海で採苗したものを

管理しながら養殖で残すわけだから、一方的に養殖が悪いということはないとは思うんだ

けれども。確かにさっきおっしゃったように、漁獲した後の脱落の部分が、ちょっとグレ

ーな部分があるという指摘や、養殖業者も努力しているんだと思うけれども、その間でへ

い死してしまうのがわかるようなふうに努力はしていきたいとは思うんですけれども、ま

き網の方々で遠まきの方、どれぐらい自分らが巻いたときに死んでいるかということは言

っておかないといけないんじゃないですか。そんなに死んでいないでしょう……。 

 養殖用種苗をとっておられるまき網の方々は、発言されたほうがいいんじゃないですか。 

（参加者）今、ひき縄種苗のへい死の話が先ほどからずっと出ておりますが、ひき縄漁業

者の名誉挽回のために一言だけ言っておきます。 

 私たちも十数年、ひき縄から種苗を仕入れておりますが、養殖を始めた当時は、私たち

もひき縄漁業者も技術が余りなくて、半分ぐらい死んでいた時期もありましたが、今現在

では、私も今年は活け込みが終わりましたけれども、ひき縄漁業者から私たちが生けすに

活け込むときは97、８％の活け込みをやっております。 

 だから、そういう極端な誤解のあるような話をしていただいたら、私たち養殖漁業者、
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そしてひき縄漁業者にとっても大きな名誉毀損になりますので、そこは自重してお話をし

ていただきたいと、かように思います。 

 以上です。 

（参加者）いや、誤解されたらちょっと困るので、僕は対馬に行って、よく見てわかって

いますから。 

 なぜ釣りの漁業者のものは透明性が高いかといったら、死んだものも出荷するからわか

るんですよ。要は、どれだけ海から上げたかというのがわからないのが、やっぱりまき網

の部分だと言えば、まき網の方から今ちょっとお話を伺いたいんですけれども、その辺な

んですよね。 

 釣りは、もう確かに僕も見てきてわかっています。生存率もいいというのも知っていま

すし。だから、ちょっとまき網さんのほうから、本当にその辺を答えていただけるのであ

れば、ひとつお願いしますよ。 

（参加者）まき網のヨコワは大きさが３キロありまして、ほとんど死にません。生かした

まま養殖業者の皆さんに買ってもらっております。 

（司会）そうしましたら、この件については、いろいろ込み入ったお話も一通りございま

したけれども、一旦ここでまた別の方のご発言を求めてよろしいでしょうか。 

（参加者）毎年来るんですけれども、毎年同じ話なんですけれども、今説明があったのも、

低加入とか緊急措置も低加入が続いたときとか、低加入が続けば50％削減もとまってしま

うとか聞く中で、産卵期に子供を産ませないというのは、どうも腑に落ちないんですよ、

僕たちも。 

 私たちは、漁業者と遊漁船の方も協力して、３年間の６月、７月産卵期の禁漁をやって

います。今年も禁漁で１匹も獲りませんでした。そこをちゃんとしたデータというか、獲

っていい量とか、これ以上獲ったらだめな量とか、そういうデータもないままにＷＣＰＦ

Ｃとかでも議論されないというのが、ちょっと僕はどうなのかなと。 

 日本国内のＥＥＺ内にしか産卵場がないので、北小委員会で話されないのかなとは思う

んですけれども、それならそれで日本国内で、そこをちゃんと調べて議論していったほう

がいいんじゃないかなと思います。 

（藤田管理課長）すみません、ちょっと不十分かもしれませんけれども、まず産卵期の話

につきましては何度もお答えをしていますけれども、ＩＳＣの資源評価に基づいてＷＣＰ

ＦＣで資源管理措置が決められているというのがあって、我々としては皆様方にお願いす
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るというところは、それに従った形でお願いをさせていただいています。 

 一方で、禁漁とかまではされていませんけれども、日本海でも例えば８月はもう自粛さ

れていると、まき網さんですね。また、そういう自主的なプラスアルファでの取組みとい

うものを、我々は全然否定をしているわけではなくて、そこは評価はしていきたいとは思

っているんです。ただ、行政機関として、ある程度皆様方に同じレベルでというんでしょ

うか、こういうふうにしてくださいと言えるものというのは、やっぱり一定の根拠を有す

るものでないと、なかなかお願いができないというところはありますということでござい

ます。 

（参加者）私もやっていないとかやっているとか、それが悪いとか言っているわけじゃな

いので、そこは勘違いしてもらったら困るんですけれども、それとそのやってやる量がい

いのか悪いのか、そこの評価ですよね。僕たち漁業者にはわからないですよ、それは。宮

原さんが研究されておられるので、そこら辺を何かもっと透明性のあるというか、わかり

やすい研究なりをして、獲っていい量を決めていったほうが資源に優しいのではないかと

思うんです。 

（宮原顧問）産卵期の保護の話というのは、クロマグロ類については、もうある意味生物

学的にそこをどうしても締めなきゃいけないという理由はないんですよ、去年からお話し

しているとおり。実際に、地中海では一番産卵の真っただ中だけあけているんですよ、期

間を。物すごい、今からこれから余りにも短いから、多分長くしろという議論になってき

ます。来年はもう２万3,000ｔ獲るのにあんな時間じゃ無理だという話が出てくるかもし

れない。もともとまき網が多過ぎたという問題もあったんですけれども。 

 片やメキシコ湾は締まっていますが、メキシコ湾は政治的に締められたんです、あれは。

なぜ締めたかというと、当時、日本のはえ縄船が大量にメキシコで操業していたから、そ

れで締めた。 

 そういう中で、日本海の産卵期の魚というのは、だから本当は、去年もお話ししました

けれども、産卵期が近づいて産卵期に入っている、あるいは産卵期を超えた魚というのは、

獲っても本来的には価値がないのであれば、そんなときはやめたほうがいいと私も思って

います。 

 それは、これからまた獲れ方が今年も変わってきたし、実はもっと大きい魚が違うシー

ズンに獲れるようになってきたわけ、30キロ以上のやつが。そうすると、皆さんが一番懸

念されている、何となく気持ちが悪くてやっぱりやめたほうがいいんじゃないかと思って
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いるところについて、もしかしたらそこら辺について、また新たな期間禁漁みたいな話と

いうのは、もしかしたら出てくるかもしれませんね。 

 ただ、それはやっぱりどういうふうに獲るべきかというのは皆さん方で議論してもらわ

ないと、大人の魚を間引く以上は同じ資源インパクトがあるので、これは前々から言って

いるとおり、１月に獲ろうが３月に獲ろうが、大人の魚を殺していることには変わりない

ので、大人の魚を獲る量をどう制限するかというのは、これからの大きな課題です。それ

は産卵期であるかないかにかかわらず、これからどれくらいやらなきゃいけないのか。 

 それから、間違いなく最初にお話ししたとおり、資源管理の効果が出だしました。50キ

ロ以上から90キロというやつが獲れるようになってきました。もしかしたら来年はもっと

大きいのが獲れるかもしれない。それについてどうするんだという話が、まだ出てきてい

ません。メキシコ側は、今もう獲りたくて獲りたくてしようがない。それを押さえ込まな

きゃ本当はいけないのかもしれないし、逆に言うと、でも小さいのを獲るのを控えたんだ

から、小さいのを獲るのを控えた結果として、資源管理の結果として出てきた大きい魚を

獲れるようにするのが当たり前じゃないかという考え方もあるので、ここをどうするのか

というのが、実は来週の議論ではかなり伯仲するんではないかというふうに思います。 

 毎年どうも議論がかみ合いませんけれども、多分、言っておられるような方向に、これ

から多分操業形態が変わるというような感じは、私はしますけれども、かといって科学的

にどうしてもここを締めなきゃいけないんだという理由は出てこない、残念ながら、とい

うことです。 

（参加者） 今の関連質問ですけれども、今年初めて塩釜に３回ほど来ていただきまして、

内臓と卵と頭の検査で、今まで私も何十年しているんですけれども、初めてなんですよ、

北部太平洋で。なかなかその検査をするのに、内臓をとってもらえない。普通なら海に投

げてきましたね。まき網でないと、その内臓をとってこられないので、塩釜に３回ほどい

ろいろ来て研究がなされました。 

 その中で、やっぱり我々も水揚げしていて、先ほど言われましたように、何だもう少し

後から獲ってくれば脂が乗って高いのになというような、そういう心を持ちながら、そう

いう研究をなされていて、今度水産庁でやっぱり漁獲がある程度決まっているので、付加

価値のあるような魚の獲り方というんですか、その辺のほうも我々もそうなんですけれど

も、そういう形でちょっと期待はしているんですけれども、ようやっと北部大西洋でもそ

ういう、この間、我々も漁獲の関係で宮城県の県庁に行って日本海の数量が大きいのはな
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ぜかとお聞きしまたら、やっぱりもう10年間も2,000ｔから1,500ｔにして、産卵時期は獲

らないというのをもう10年前からそうやって研究されておりました。というのを初めて聞

きました。我々そんなことを考えたことは……考え方もなかったし、太平洋がちょっとこ

こ数年間獲れなかったので、漁獲規制なんというのも必要ないなというような感じで四、

五年前は思っていました。 

 ただ、ここ二、三年はマグロ漁が非常に好調でありまして、やっぱりそういうのが見え

ると、今から本当に我々も真剣になって、そういうことも考えていきながら、来年どうい

う漁獲制限でどのようにするのか。今回はオリンピック方式で、あと８月になったら１カ

所20ｔという制限がなされました。そこらをもう少し発信として、我々にわかるように、

これはこうですよというような形で言っていただいて、我々の市場として、その最盛期に

もう獲り過ぎてマグロが上がらないというと、市場の経営も非常に大変ですし、そういう

ことを我々、私は期待しております。 

 以上です。 

（宮原顧問）私もまさにおっしゃるとおりだと思うんですよね。せっかく限られた量を獲

るんだから、一番高いように獲るべきなのであって、それは計画的に今から獲るべきなん

ですよ。大きい魚が獲れるようになってきましたから。それはやっぱりまき網業界の中で

も考えられればいいし、水揚げをどうやって計画的にするか、そこはある程度計画性を持

ってやっていったほうがいいと思いますし、そういうのは計画が出てくると、ほかのマグ

ロを生産している人たちも、どういう出荷体制にするのがいいのかというのがわかってく

るわけですね。初夏に生のまき網ものがばんすか上がるときに、何で出荷するんだという

話になりますから、そういうことはこれから計画性をどんどん高めるべきだと私も思いま

す。 

（司会）関連しまして、まき網業界の方で、もし何かコメント等がございましたら。 

 それでは、この場で特段ないようですので、そういったご指摘があったということを記

録にとどめさせていただくということでよろしいでしょうか。 

（参加者）私たちは、いろいろな方面に問題提起をしてきたと思うんですけれども、私た

ちの会というのは、やっぱり産卵期の漁獲制限が必要じゃないかということ、ほぼそれだ

けを訴えてきたんですけれども、先ほど言われたんですけれども、ＦＡＯの採択された中

に、産卵場のような最重要な全ての生息域の保護というのが書いてありますよね。日本海

の産卵場と言われるところでは、業界の自主規制が2,000ｔから1,800ｔにちょっと下げら
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れたんですけれども、それでその規制で1,800ｔの漁獲で、これから資源が増えていくの

かというのが頭にありまして、いろいろなまき網の方とも５月に話をしたんですけれども、

やっぱり水産庁と同じように資源は回復傾向にあるというお話を聞きました。 

 私たち沿岸の漁業者が考えている資源量に対する量と、まき網の方、水産庁の方々、さ

っき宮原さんもおっしゃったんですけれども、回復傾向にあると。私たちは回復傾向には、

増えているという実感がないんですよ。よく言われるのが、地域の問題である、壱岐は時

期がずれているんじゃないかとか、温暖化の影響で回遊してこなくなったんじゃないかと

いうことを言われるんですけれども、何かそれが悔しくて、では全国の人に聞いてみよう

ということで、４月に壱岐でマグロサミットというのを開催したわけですよ。水産庁のほ

うにもまき網関係の人にもご案内したんですけれども、結局集まったのは沿岸の人たちだ

けで、でもその中で共有できたのは、青森の大間でも沖縄の石垣島とかでも千葉とかでも、

沿岸の人たちは増えていないということをみんなで共有することができたんですよ。 

 だから、壱岐だけの問題ではなくて、沿岸の人たちというのは漁獲能力が低いですよね。

その地域だけでしか獲れないですよね。でも、まき網は行くところに行って獲れるじゃな

いですか。今は何か産卵場も北のほうに移動しているということですけれども、私たちは

そこに行って獲れないし、回ってくる魚しか獲れないんですよ。 

 だから、緊急ルールとか、仮に加入が少なかった場合にとるとおっしゃっているんです

けれども、その前に予防的な措置というんですか、それをとっていただけないかなと思う

んですよ。2012年ぐらいまでには、まだクロマグロの資源は大丈夫ですよと言われたのに

かかわらず、次の年には15％削減なり、その次の年にはもう50％になる。そうなる前に予

防的な措置をとっていただきたい。 

 みんなで禁漁しましょうじゃなくて、お互いの漁業が折り合えるところまでで、どこか

で接点を見つけて、そこまで下げることができないかなということをつくづく思っていま

して、今日みんなの前で皆さんに考えていただきたいなと思っています。 

（藤田管理課長）マグロサミットの件につきましては、ご案内をいただいていたんですが、

割と急だったのと４月の人事異動の直後だったというので、対応できずに大変失礼をいた

しました。 

 皆様方と意見交換をする機会というのは、我々は全然ヘジテートしているわけではあり

ませんので、機会がうまく合えば、いろんなところでお話をさせていただきたいなと思っ

ております。 



－43－ 

 今、非常にある意味前向きな提案をしていただいて、非常にありがたいというふうに感

じました。要するに、同じ業界で今後本当に削減しないと、さらに削減しないといけない

というときに、やっぱり関係業界で話し合いをしながら、どういうふうにやろうか、検討

しようよということだと受けとめましたので、非常にありがたいというふうに感じました。

そういった意見を踏まえながら、我々は皆様方との対話なり調整の機会というものをつく

らせていただきたいというふうに思います。 

（宮原顧問）ちょっとだけど、あれですよね。私はちょっと言い過ぎかもしれなかったけ

れども、やっぱりいい兆候は見えてきているというのはあるんじゃないですか。それで、

去年も冬場からヨコワは結構獲れたんですよね。養殖業者はそれで一息ついたんだよね。

山口周りからのヨコワが入ったおかげで。 

 今年は皆さん、いいことは余りしゃべらないですよね。うまく獲れてもうかった話は余

りしゃべらないんだけれども、やっぱり北の定置は今年すごかったですよね、今年という

か、春先の大型魚はいい魚が随分築地に来ていたんですよ、噴火湾というやつね。やっぱ

りやるだけの効果というのはあると思うので、おっしゃるとおり、まだまだやらなきゃい

けないし、本当は多分もっともっと小型魚を抑えれば、もっと効果が早く出てくるかもし

れないですね。 

 だから、これはどうするのかというのは、またこれから今日も科学的には説明していま

したけれども、また皆さんと相談だし、そのときに獲り方をどうするのかというのが、ま

た大型魚が増えてきたら獲り方をどうするのかというのは、皆さんとよく話さないとまず

いことなんだろうと思うんですよね。 

 実際にもう獲れてきちゃって、50キロ、90キロの魚が結構この春５月以降、６月とか７

月に結構出ていましたので、これはどうやって獲っていくのかですね。また、皆さん方と

考えていくべき時期にあるし、やっぱり量よりは獲って何ぼですから、そこをうまく各地

の方々が、今いろんな沿岸漁業、まき網も含めて獲り方を計画性を持ってやるというのは、

これは大変大事なことだと、繰り返しになりますが思います。 

（司会）では、先ほどの方、お願いします。 

（参加者）今日はたくさんのマグロ、はえ縄漁業者を従事する県の方も見えているんです

けれども、余り声が出ないので発言しておきますけれども、はっきり言いまして、マグロ

はえ縄漁業者によるクロマグロの水揚げも、この10年来ずっと最低水準が続いております。

決して増えておりません。特に今年なんかは、この10年間の中でも特に少ないほうなんで
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す。だから、クロマグロが回復しているというのは、もうマグロはえ縄漁業者にとっては、

これは本当に、決して信じられるものではないんです。 

 それと、産卵場所で漁獲するクロマグロの影響が、余り科学的に実証されていないとい

うことなんですけれども、今から言う私の話は余計に信じてもらえないかと思うんですけ

れども、日本海の産卵場所でまき網によるクロマグロの漁獲が大量になってから、太平洋

側でのはえ縄漁業によるマグロの漁は減っております。これを実証しろというのは、かな

り難しいというよりも、因果関係は決してないと言われるほうが、皆さん聞く方はそうお

思いかもしれないんですけれども、数量的にはデータ的にはそういう傾向が出ております。 

 だから、マグロはえ縄漁業者にとっては、このクロマグロの漁獲の回復というのは、本

当にすごく期待しているものですし、特に春先の和歌山沖で獲れるクロマグロは、全国の

はえ縄漁業者の楽しみの一つでもあるんです。そういう人たちがクロマグロが回復してき

たなと思えるような時期が来るように、漁獲規制というものを進めていただけたらと思い

ます。 

 以上です。 

（藤田管理課長）ありがとうございました。 

 私もそうですけれども、隣の黒萩もマグロの漁業を担当していたことがございまして、

近海のマグロはえ縄で過去に随分、どちらかというと冬場だったと思いますけれども、少

し南のほうに下がってクロマグロを獲っていたということは存じ上げておりますので、今

後やっぱり資源がだんだん増えたときに、皆様方がそういう恩恵にあずかれるようにとい

う思いはよくわかりますので、今後ともちゃんと資源が増えるように努力をいたしたいと

いうふうに思います。 

（参加者）今まで定置の関係で、藤田課長さんとはいろいろお話を詰めてきたところでご

ざいますが、私は同じことを言うようでございますけれども、やはり岩手県は、秋鮭が主

力でございまして、これはふ化事業でつくり育てる漁業がもう確立しております。これが

主力でございますので、この時期が一番10、11、12、１月はちょっと超える、その時期を

この規制ということで、オーバーということで網上げとか休漁させるということは、これ

は絶対不可能でございますので、その辺は肝に銘じて避けていただきたいと思います。 

 いろいろホールの中でオーバーの場合云々という、ちょっとそういったところまで話を

お聞きしていたんですけれども、課長さん、あの話は何か進んでいますか。 

（藤田管理課長）ちょっと先ほども申し上げましたけれども、日定置の協会のほうでチー
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ムを設けて検討していただくということが決まりましたので、そちらのほうに私どもも参

加させていただいて、少しもうちょっと具体的に恐らく定置の話は、地域ごとに実態が、

時期も違うしサイズも違うし、ほかの魚との獲れ方も違うので、そういうものを組み合わ

せた上で仕組みを機能させないと、そういうオーバーしたときの仕組みも機能しないと思

いますので、そういったことはやはり皆様方、現地のことをよく知っておられる方の意見

を聞いて、煮詰めていきたいというふうに考えております。 

（参加者）うちのほうは、マグロの定置じゃないわけですので、たまたま入ってくるので、

それを規制の対象にされて、オーバーで操業中止というようなことが本当に一番困るわけ

ですから、あとのいろいろな方法論には従っていきます。 

 だから、いい方法をお考えの上、示していただければありがたいと思っておりますので、

よろしくお願いします。 

（司会）はい。関連してですか。 

（参加者）すみません、もう一点言わせてもらいます。 

 青森県は、大間マグロで有名であります。あそこは津軽海峡でありますし、また私が住

んでいる日本海の久六島は本当に好漁場であります。その中で一本釣りは、昨年もう規制

枠をとったということで、漁業者は全船休みました。 

 ところが、遊漁業者は毎日のように出て、かなりの漁獲をしております。東京からもボ

ート２隻ぐらい、うちのほうの地先に来ておりますよ。今はもう通信、情報が早くて、も

のすごく釣れるということで、漁業者が釣れなくて、遊漁業者が幾らでも釣る。地元の組

合長は何をやっているの、そういう怒りの声がものすごいんです。この遊漁業者に対する

考え方というのはどうなんでしょうか。 

（藤田管理課長）私が36のシートでご説明申し上げましたように、現段階では皆様がやっ

ていただいている取組みも自主的な措置ですので、そういった意味で、遊漁者の方には同

じような操業形態というか、釣りの漁業者の方が自粛せざるを得ないという状況のときに

は同じように協力してくださいということで、呼びかけをさせていただいているというこ

とでございます。 

 今後、公的な規制のときになりますれば、それは当然またちゃんと調和というか、仕組

みの中に入れていかないといけないんだと思うんですけれども、そこはただ確かに工夫を

しないといけないところでありまして、おっしゃるようなことについては、問題意識を

我々のほうも共有をしております。 
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（参加者）やっぱり早く遊漁業者に何らかの形できちんと伝達してほしいですよ。 

（司会）ご意見として賜りました。 

 そうしましたら、大分時間も押してまいりました。また毎年…… 

（参加者） 若者の話を聞いてもらいたい、若いやつの話を聞いてもらいたい、若い漁師。 

（司会）はい。それからその後また別の分野ですとか、別の地域の方なども含めて、お受

けしたいと思います。 

（参加者）いいですか。全然違う内容だったんですけれども、いいですか。 

（司会）はい。 

（参加者）沿岸漁業をやっています。さっきから何となく希望的観測というか、増えてい

る、増えているという話で、漁業者の実際は増えていないんじゃないかという話。僕は漁

師をやって12年なんですけれども、昔は僕の地元でも300キロ級の大きいマグロがいっぱ

い獲れていたんですけれども、僕は漁師になって12年間、ただの１匹も見たことないです

し、ただの１本も獲ったことないんですよ。 

 できることなら、そのクロマグロ、大きいマグロを釣りたいなと思って、こういう活動

をいろいろ、資源保護の活動もこういう会議にも参加させていただいているんですけれど

も、実際に根拠があって、50キロから90キロのマグロがこの規制の効果によって増えたと

いう、証拠と言ったらちょっと大げさですけれども、これを続けていけば大丈夫だという、

僕らが信じられるような根拠というものを１つ教えていただきたいのと。 

 この先10年続けて、僕らはいろいろ沿岸漁業の立場から訴えてきたことはあるんですけ

れども、どうも何か、のらりくらりかわされているという印象が少なからずあるんですね、

これは言葉はよくないですけれども。全部、沿岸漁業者の僕らの言うことを聞けとは思っ

ていないにしても、今までのらりくらりやられてきたというそのイメージもあるものです

から、この先10年、歴史的中間水準までいかなかった場合に、僕らが将来大きなマグロを

獲れなかった場合に、誰がどういうふうに責任をとっていただけるのかというのをちょっ

と教えていただきたいんですよね。 

（宮原顧問）ちょっと今、水産庁の現役が考えている間にお答えを少し言いますが、今日

の説明の最初のほうに私からしたと思うんですけれども、90年代半ばから、またすごくた

くさん小さいのを獲っているわけですよ。これはやっぱり誰が見てもやめなきゃいけない

部分なので、それをやめ出したのがこの３年ぐらい、ようやく。去年ようやく半減すると

いうところをやったわけだけれども、これを続けてできれば、もっと深掘りしてやってい
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けば、それは多分大きいものが出てくると思います。 

 こういう50、90の話は、今数字としてまだ出てきていませんけれども、これから数字の

統計として出てくるだろうと思うし、メキシコも報告すると言っていましたから、今年の

目回りが急に増えたという話ですね、そういうやつは出てくると思います。 

 ただ、それはやっぱりやって、要するにそれだけ長い間小さいのばかり獲っていたのを、

ここのところ３年、４年の世界ですから、そう簡単にはなかなかおっしゃっているように

は回復してこないんだと思いますし、目に見えて、それこそ今話された方が12年漁師をや

っている間、ずっとその状態だったのが最近そうなっただけですから、すぐはその結果が

出てこないというのは、そう思います。 

 ちょっとまた、期待だけ持たせてこの野郎、後でうそだったらどうしてくれるんだよと

いうのはよくわかるんですけれども、その結果が出るまでは少なくとも仕事を続けていよ

うと思いますので、まだ出ないぞと毎年文句を言ってもらって結構ですから、それは何と

か、一緒に大型魚が戻ってきたという状態を一緒に見たいと私も思っています。 

（太田審議官）ずっと話を聞いていて、最近いい兆候があるという話が、ちょっと過剰に

反応されているようなところがあると思うんですけれども、最初に説明したように、現実

としては２つあって、１つは2010年に底を打って資源は徐々に増えています。でも、依然

として資源水準というのは歴史的最低水準に近いという、それはもう厳然たる事実なので、

我々は全然資源がよくなったとか、そういうことを言っているわけではなくて、非常に底

に近い状態で、引き続き努力を続けなきゃいけないという状況に何ら変わりはないわけで

す。 

 だから、そこのところは、一部のいい兆候があることをもって水産庁なり、ここのひな

壇に座っている人間が資源がよくなった、よくなったと言っているわけではないことは、

そこは明確にしておきたいなというふうに思います。 

 それと小型魚の話が出ましたけれども、私のプレゼンの中でも言いましたけれども、さ

っきの97％小型魚を獲っているという構造を変えない限りは、あるところで資源の増加と

いうのはとまってしまうんですね。それは加入がぼこっと増えた場合はそうはならないで

すけれども、今の加入が続く限りにおいては、おのずと限界が見えてくるので、そこはや

っぱり小型魚を減らして大型魚にシフトすることにしないと、皆さんがハッピーな状況に

ならないと思うんです。 

 そこは小型魚を減らして大型魚を獲らせるということについて、すぐに、では日本海で
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産卵親魚を獲ってもいいのかということと結びつける人がいらっしゃいますけれども、そ

れはあくまでも程度問題であって、基本的な方向として、小型を減らして大型を増やさな

いと、バラ色の将来というのはなかなか見えてこないんです。これはもう科学的にそう言

わざるを得ないので、そこはのらりくらりとだまされているというふうに思われるかもし

れませんけれども、我々行政官は、あくまで科学的な根拠に基づいてものを言わなきゃ仕

方がないので、事実としてはそうなっているというふうにご理解ください。 

 それと、10年たって、そのとおりにならなかったらどうするんだということを言われま

したけれども、別にこれは10年間何もしないと言っているわけではなくて、資源評価とい

うのは２年ごとにやるわけですから、その新しいデータを加えて資源評価を見て、計画ど

おりに増えているかどうか、計画どおりに増えていなかったら、そのときはもちろん追加

的に何かをしなきゃいけないということになるわけですから、それは２年ごとに状況を見

ながら必要な補正を加えてやっていくということでして、最終的には中間目標が達成でき

るように皆さんの理解も得ながらやっていきたいと、そういうことでございます。 

（参加者）浜は、それに対して通達が来るのがすごく遅くて、浜同士のいざこざとか、行

政から全然伝達のスピードが鈍いものですから、今、浜の抱えているジレンマというのが

ある中で、時間差でまた２年後に変わった、また資源評価して変わったとなってくると、

すごく混乱するんですよ。 

 その混乱に対して、もうちょっと細やかなといいますか、すごく大変なのはわかるんで

す。わかるんですけれども、最後は結果、今回の規制を導入した際も浜に投げられたなと

いう実感があるので、それがのらりくらりという言葉に、表現になっているんですよ。 

 事実100％いたものが2.6％しかいないよと聞いたら、普通はみんな危機感を持つと思う

んですよね。その2.6％に対して今これからとか今後とか、そういうのがすごく、本当に

この人たちに任せて大丈夫なのと、90年代に小型魚を獲って、獲り尽くしてあのやり方は

よくなかったよというのを規制できたのがここ三、四年だと言っちゃっているような資源

管理のレベルで、果たして10年後に僕らはマグロを獲っていられるのかなと、そういう話

です。 

（太田審議官）まず１点目なんですけれども、私は今年からこの太平洋クロマグロの話を

やっているんですけれども、大西洋とかインド洋とか、ほかのマグロは全部やったことが

あるんですけれども、太平洋クロマグロは初めてなんです。 

 それでやり始めるようになって、ほかと大きな違いがあるなと思うのは、国際的な物事
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のスピードに対して、まさに今おっしゃられたように、国内的な説明のスピードが追いつ

いていないなというのはものすごくやっぱり感じていて、それはなぜかというと、例えば

大西洋のマグロの場合は、基本的にははえ縄漁業者とだけ話をしておけばよくて、非常に

コミュニケーションが容易なんですけれども、太平洋クロマグロの場合は、漁業者団体が

幾つもあって、日本はあらゆるところでクロマグロを獲っていて、そういう人たちに国際

的な動きをきちんと正確に伝えるということは、これはなかなか簡単じゃないんですよね。 

 それで、水産庁の人間もいろんなところへ行って説明会とかをやっていますけれども、

それにもかかわらず全員来てもらうわけじゃないですから、そういう何が起きているかわ

からないということをおっしゃる方が出てくるのも、これは仕方ないと言ってしまうと怒

られますけれども、避けがたいことなのかなと。 

 そうは言いながらも、水産庁としても、やっぱりそういう正確に何が起きて何が起こる

のか、何をしなきゃいけないのかみたいなことを、きちんと皆さんとコミュニケーション

を図りながら、できる限りの理解を得ながらやっていきたいという気持ちは、これは非常

に強く持っておりますので、そこのところは引き続き努力したいなというふうに思ってお

ります。 

（参加者）よろしくお願いします。 

（司会） そうしましたら、この会議ですけれども、会場の都合もありまして、４時半ま

でということで会場の都合もありまして、ご案内をしておりました。 

 進行がつたなく、時間が押しておりますけれども、最後に１つか２つ受けたいと思いま

す。 

 では、お一つということで、そちらの方、お願いします。 

（参加者）今日は、質問を預かってきました。預かった文面のまま読ませていただきます。 

 今年の６月から８月にかけて1,000ｔ前後のクロマグロが宮城県の塩釜港に水揚げされ

ています。1990年代は生クロマグロの水揚げ日本一だったが、その後どんどん水揚げが減

り、2008年には水揚げ０ｔだった。しばらく低迷していたが、昨年から漁獲が回復傾向に

ある。これは資源が増えているのか、という質問。大西洋から戻ってくるにしては、アベ

レージサイズが大き過ぎるという質問です。 

 それともう一つ、８月上旬に抱卵しているという情報がありました。それを確認しよう

と塩釜港に問い合わせても、返事がありません。水産庁はどのくらいのクロマグロが抱卵

していたかを調べていますか。知っていたら教えていただきたい。もし抱卵していたら、
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産卵場所も北上しているのではないか。もしくは昔からそのあたりも産卵場所だったので

はないか。また、1990年代に水揚げされていたマグロに関しても抱卵していたのか。もし

知っていたら教えていただきたい、とのことです。 

（中野所長）数量的なことを全部お答えできるわけではないんですけれども、塩釜の水揚

げに関しましては、うちの研究所の職員が調査に出かけておりまして、それで先ほどもち

ょっとお話が出ましたけれども、卵巣とかのサンプルをいただいております。 

 それで、クロマグロの産卵に関しましては、今はちょっと資源が減少して産卵場という

と石垣周辺と日本海というふうに言われていますけれども、やはり資源規模でかつて太平

洋岸の伊豆諸島とか、そういう沖合でも、シラワキとか産卵行動が観察されたことがござ

います。 

 それから、日本海でも北海道の渡島沖で、シラワキで産卵行動が観察されたとか、太平

洋でも抱卵個体は過去サンプリングされていますし、観察されています。それで、やっぱ

り産卵場というのは、沖縄周辺から日本周辺にかけて、だんだん水温の上昇に伴って南か

ら北に北上していくということで、今ちょっと産卵場も縮小していると思いますけれども、

資源の大きさによっては、今後も太平洋沿岸でも抱卵個体というのが出現してくるんでは

ないかというふうに考えています。 

（司会）よろしいでしょうか。 

 それでは、まだまだご発言されたいことがあろうかとは存じますけれども、大変恐縮で

すが、会場の時間の都合上、本日の意見交換のほうはここまでとさせていただきます。 

 それでは最後に、資源管理部長の浅川から一言閉会のご挨拶を申し上げます。 

（浅川資源管理部長）本日はお疲れさまでした。 

 水産庁ほかから、太平洋クロマグロの資源状況や管理の方向性について、本日はご説明

をいたしまして、会場の皆様方から本当にいろいろなご意見をいただきました。ありがと

うございました。 

 この太平洋クロマグロの資源管理なんですけれども、国際的には厳しい約束が課されて、

それを守らなくちゃいけないという中で、国内ではいろいろな漁法で獲っている方がいら

っしゃいますし、また養殖や流通、消費地といったいろいろ裾野の広い中で関係者が非常

に多うございます。そういう意味では、とても難しい資源管理だと思っておりますけれど

も、何せ昨年始まったばかりで、我々も試行錯誤をしながらやっているというのが現状で

ございます。 
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 ２年目で見直すべきところは見直しましたけれども、また折々に触れて皆様からご意見

をいただいて改善をしていきながら、それぞれの地域で実行しやすいような制度をつくっ

ていきたいと思いますので、また、こういう場でなくても遠慮なくお聞かせをいただけれ

ばと思います。 

 太平洋クロマグロの国際的な動きとか生産現場の取組みについて、本当に今日ご参加さ

れた方も含めて、漁業関係の皆さん、今日いろいろ知ったという方も多いと思いますけれ

ども、またご理解を深めていただいて、ご協力をお願いしたいと思いますし、また漁業関

係以外の皆さんにおかれましても、こういう状況なんだということをご理解いただきまし

て、引き続き政策にご協力をいただければと思います。 

 本日は長い間、本当にありがとうございました。 

（司会）それでは、これにて閉会とさせていただきます。 

 本日はどうもありがとうございました。 

午後４時３２分 閉会 

 


